
論

説

フ

ッ
ガ

ー
家

に

よ

る
騎

士

修

道

会

領

の
地

代

請

負

い

(
「
マ
エ
ス
ト
ラ
ス
ゴ
」
)

諸

田

實

目

次

フ

ッ
ガ

ー
家

に

よ

る

ス

ペ
イ

ン
王

室

へ
の

貸

し
付

け

.
一

ス

ペ
イ

ン
の
騎

十
修

道

会

領

と

「
マ

エ

ス

ト

ラ

ス
ゴ

」

一.一

フ

ッ
ガ

ー
家

の

「
マ

エ

ス

ト

ラ

ス
ゴ

」

フ
ッ
ガ
ー
家
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
王
室

へ
の
貸
し
付
け

127

ー

フ

ッ
ガ

ー
家

と

ス
ペ
イ

ン
王
室

フ

ッ
ガ

ー
家

は

一
六

世
紀

に
国
際

的

商
業

・
金
融

業

の
世

界

で
活

躍

し

た
南

ド

イ

ッ
最
大

の
商

人

で
競

・

ツ

ン

フ
ト
手

工
業
者

か

ら
商
人

に
な

り
・

ヴ

ェ
ネ

ツ

ィ
ア
と

の
遠

隔
地

間

商
業

お
よ
び

テ

ィ

7

ル
と

ハ
ン
ガ

リ

あ

鉱

山

業

へ
の
進
出

に
成
功

し

て
産

を

成

し
、

そ

の
財

力

を
も

と

に
、

封

建
的

権

力
者

と

り

わ
け

ハ
プ

ス
ブ

ル
ク
王

家

へ
の
高
利

貸

し
付

け
を

盛

ん

に
行

な

っ
て
、
宗
教

改

革
時

代

の

カ

ト
リ

ッ
ク
陣

営

の
最

大

の
資

金
源

と
な

っ
た
。
ド

イ

ツ
皇
帝

力

ー

ル
五
世

(
ス
ペ
イ
ン
E

カ
ル

ロ
ス

一

世
)
の
皇

帝

選
挙
、

ス
ペ
イ

ン

の
人
航

海

、
ド
イ

ッ
農

民
戦

争

、

ハ
プ

ス
ブ

ル
ク
家

と

バ

ロ
ア
家

(
フ
ラ
ン
ス
正
家
)
と

の
イ

タ

リ

ア
の
覇

権

を

め

ぐ

る
抗

争

、
北

ア

フ
リ
カ

や

ト

ル

コ
の
イ

ス
ラ

ム
勢

力

と

の
戦

い
、

新
教

徒

と

の

シ

ュ
マ
ル
カ

ル
デ

ン
戦

争
、

南

ネ

ー
デ

ル

ラ

ン
ド
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表1フ ッガー会社 の決算

決算の年 資産総額(A) 負債総額(B) i" 営業資本(A-B) スペインの貸付金(C) C/A

1527 3,000,000 870,000 {29) 2,130,000 XO7,000 {16.9)

153fi 3,811,000 1,770,000 (46.4) 2,041,000 1,066,000 X27.9)

1546 7,iao,000 2,000,000 (28.2) 5,100,000 GsOooyoOO (28.x)

1563 5,561,393 5,399,188 (95.4) 262,205 4,500,000 (78.5)

1577{欝:558,059
802,965

6,537,355
(99.7)

(83.8)

20,704

1,ZS5,sio

5,000,000

5,800,000

(76.6)

(74.3)

の
反
乱

(
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
)

な
ど
、

一
六
世
紀

に
起

こ

っ
た
世

界

史
的

事
件

の
背
後

に
は
、

つ
ね

に

フ

ッ
ガ

i
家

の
資
金

が
動

い

て
い
た
。

リ

ュ
ト
ゲ

は
、

中

世

の
遠

隔
地

間
商

業

の

シ

ス
テ

ム
は

い
わ

ば

「
特

権

の
集

合
体

」
と
し

て
の
商

業

シ

ス
テ

ム
で
あ

っ
た
・
と

述

べ

て
い
麗

・

フ

ッ
ガ

象

の
財
力

は

こ
う

し
た

「
特
権

の
集

合
体

」

の
商

業

シ

ス

テ
ム
を

最
大

限

利

用
し

て
形

成

さ
れ

た

の
で
あ

っ
た
。

フ

ッ
ガ

i
家

の
財

力

と

そ

の
影
響

力

が
強

大

で
あ

っ
た

の
は

ヤ
ー

コ
プ

ニ
世

(
一
四
五
九
ー

]
五
二
五
)

(
3

)

と
甥

の

ア

ン
ト

ー

ン

(
一
四
九
三
ー

一
五
六
〇
)

の
.
一代

の
間

で
あ

っ
た
。

フ

ッ
ガ

ー
家

は

一
四
八
〇

年

に
、
家

の
財

産

(不
動
産
)
を

所
有

す

る

「相

続

団
体

」
(男
女
の
相
続
人
全
体
)
と

、

こ
の
団

体

か

ら
委
託

さ
れ

て
営

業

を
担

当

す

る

「
社

員

団
体

」
(聖
職
者
を
除

い
た
男
子
相
続
人
)
と
を

区
別

し

た
。

一
四
九

四
年

に
三
人

の
兄
弟

を

社
員

と
す

る

『
ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク

の
ウ

ル
リ

ッ
ヒ

・
フ

ッ
ガ

ー
と

弟

た
ち

の
会
社

』

と

い
う
同
族

合

名
会

社

に
組

織

を
改

め
、

そ

の
後

、

当

主

の
交

代

す

る
た

び

に
社

名

を
変

更

し

て

一
五

一

一
年

か
ら

『
ヤ
ー

コ
プ

・
フ

ッ
ガ

ー
と
甥

た
ち

の
会

社
』
、

一
五
三

.
一年

か
ら

『
ラ
イ

ム

ン
ト
、

ア
ン
ト

ー

ン
、
ヒ

ロ

ニ
ム

ス

.
フ

ッ
ガ

ー
兄
弟

と
従

兄

の
会
社

』

営
業

を
続

け

た
が
、
そ

の
間
、

一

五

二

年

、
二
七

年

、
三
六

年

、
四
六
年

、
六

三
年

、
七
七

年

と

一
〇
年

か

ら

一
〇
数

年

お
き

に
決
算

を

行
な

っ
て

い
る
。

こ
の

フ

ッ
ガ

ー
会

社

の
決
算

は

エ
ー

レ
ン
ベ

ル
ク
に
よ

っ
て
明

ら
か

に
さ
れ

て
い
臥
能
・

そ
れ

を

み

る
と

(表
-
を
参
照
)、

資

産

の
総

額

が

資
産

の
額

か

ら
負

債

の
額

を
差

し
引

い
た
営
業

資
本

の
額

も
ー

最
大

に
達
す
る

の
は

一
五
四
六
年

で
あ
り
、

そ
れ
以
降

は
経
営
状
態
が
急
速

に
悪
化
し

て
い
る

こ
と

が
判

る
。

す

な

わ
ち

、
e

、
資

産

に
対

す

る
負

債

の
割

合

が

一
五

四
六

年

に
は

二
八

・
二
%

で
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あ

.
た
の
に
、

一
五
六
三
年

に
は
九
五

.
四
%
、

五

七
七
年

に
は
九
九

・
七
%

に
増
大
し
、
し
た
が

っ
て
・
営
業
資
本

竺

五
四
六
年

の
五

δ

万
グ

ル
デ

ン
か
、b

五

六
三
年

に
は
、
天

万
グ

ル
デ
ン
、

五

七
七
年

に
は
僅
か
二
万
グ

ル
デ

ン
と
急
減
し

て
い
る
・
ま
た
・

口
、

資

産

の
内

訳

を

み

る
と
、

ス
ペ
イ

ン
王

室

へ
の
貸

し
付

け
金

が
異

常

に
増
加

し

て

い
る
。

す
な

わ

ち
・

ス
ペ

イ

ン
王
室

へ
の
貸

し
付

け
金

は

五

四
六
年

の
こ
〇
〇
万
グ

ル
デ
ン
か
・り

五

六
三
年

に
は
四
五
〇
万
グ

ル
デ
ン
、

五

七
七
年

に
は
五
〇
〇
万
グ

ル
デ

ン
に
増

加
し

て
い
る
。

ス
ペ
イ

ン
王
室

へ
の
貸
し
付

け
金

の
資
産

に
占
め
る
製

・
は
、

五

四
六
年

の
二
八

二

%
か
ら

五

六
一二
年

の
七
八

.

五

%

、

}
五
七

七

年

の
七

六

・
六

%

へ
と

大
幅

に
増
加

し

て
い
る
。

}」
の
よ
.つ
に
、

フ

ッ
ガ

!
会

社

の
経

営

は
、
初

期

の
商
業

と
鉱

山

業

と
高

利
貸

し
付

け

の
三
位

床

的

営
業

か
ら
・

後
期

に

は
封
建

的

権

力
者

へ
の
高

利

貸

し
付

け
、
と
り

わ
け

ハ
プ

ス
ブ

ル
ク
家

の

ス
ペ
イ

ン
王
室

(
カ
ル
・
三

世
・
在
位

一
互

六
-
五
六
年
・
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
・

在
位

五

五
六
先

八
年
)

へ
の
貸

し
付

け
に
い
ち
じ
る
し
斎

り
、

こ
の
こ
と
が
資
産
総
額

の
増
加

に
も
か
か
や

り
ず

い
わ
ゆ
る
不
良
債

権

の
激
増
を
招
き
、
経
営
状
態

の
悪
化

の
大
き
な
原
因

に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(-
)

蕾

實

『
フ
ッ
ガ
豪

の
遺
崖

(墓

閣
、

充

八
九
年
)

本
稿

は
、
「
ス
ペ
イ
ン
の
大
航
海

の
資
金
調
達
」
(『商
躾

醐
糞

二
八

　
三
)
・
「
ス

ペ
イ

ン
王
室

の
銀
行
家
」
(同
誌
、
二
九
⊥

)
に
続

い
て
、
コ

六
世
紀

の
国
際
金
融
史
に
お
け

る
南
ド
イ

ッ
と

ス
ペ
イ

ン
L
と
い
う
テ
↓

の

運

の
研
究

の

一
部

で
あ

る
。

(2
)

句
・
ぴ
譜

Φ
・
b。
鳴
無
譜

§

・
的
§

§

織
琴

融
簿
暑

§

§

墓

題
§

§

§

§

§

ミ
§
讐

噸
§

糟
ω
」
。・
g・

(
3
)

ヤ
当

プ
ニ
世
は
父

ヤ
↓

プ

.
フ
ッ
ガ
あ

δ

誉

の
子

(七
男
)、
幼
時

に
聖
界
に
入

っ
た
が
・

西

ヒ
八
年

か
ら
兄
を
助
け
て
家
業

に

携

わ

り
、
兄

の
死
後

、

五

=

年
か

リ
ワ
ン
マ
ン
的
指
導
者
と
し

て
フ
ッ
ガ
象

を

天

同
族
企
業

に
発
展
さ
せ
・
露

豪
ヤ

ー
コ
プ
L
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
ア
ン
ト
ー
ン
は
下

コ
プ
ニ
世
寛

ゲ
オ
ル
ク
の
子
、
ヤ
当

プ
ニ
世
の
死
後
、
そ
の
導

・に
よ

っ
て
家
業
を
継
ぎ
・
宗
教
戦
争
や
対

フ
ラ

ン
ス
、
対

イ

ス
.フ
ム
の
抗

争

が
続

く
動
乱

の
時

代

に

ス
ペ
イ

ン
の

ハ
プ

ス
ブ

ル
ク
E

室

の
後
楯

と
な

っ
た
・
豪
胆

で
積
極

的

な

ヤ
ー

コ
プ
ー
世

に
対
し

て
、

ア
ン
ト

↓

は
蟹

な
性

格

で
、
晩
年

は

カ
ト

リ

ッ
ク
人
文

義

に
近
づ

き
、
蔓

の
縮
小

藁

ん

で
い
た
・
蕎

人

の
王
L
と
呼
ば

れ

て
い
た
・

(
4
)

即

霧

『
Φ
訂
σ
①
『
σq
も

黛
・リ
ミ

§

ミ

ミ

黛
憩

趣

bづ
α
①
L

・・
8

じd
呈

ヨ

ト・
卜・
こ

ω
N
こ

幽
ら
こ

刈
ω
こ

。・
㌶
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2

ヲ

シ

エ
ン
ト
L

と

「
フ
占

」

フ

ッ
ガ

象

と

ス
ペ
イ

ン
王

室

と

の
間

に
信

用
授
受

の
太

い

パ
イ
プ
が

あ

っ
た

}し
と

は
、

亨し
の

時

代

が
国

際
金

融

史

上

ヲ

ッ
ガ

象

の
時

代

L

と
呼

ば

れ

て
い

る
点

か

・り
も

明

り
か

で
あ

ろ
・つ
。

ケ

レ

ン
ベ

ン
ツ
は

Y

コ
.フ
.
笹

と

ア

ン
ト

ー

ン
の

二
代

の
間
-

五

冗

年

か

ら

一
五
六

〇
年

ま

で
t

に
、

フ

ッ
ガ

象

が

ス
ペ
イ

ン
王

室

に
貸

し
付

け

た
金

額

は
総

　
ユ
　

計

一
・

○

○

○

万

ド

ゥ
カ

ー

ド

(約

一
、

四
〇
〇
万

グ

ル
デ

ン
)

に

の

ぼ

っ
た

と
推

定

し

て

い

る
。

こ
の
貸

し
付

け
金

は
大
部

分

ヲ

シ

エ
ン
ト
L

(ゆ
.・喜

)
と

呼
ば

れ

る
契
約

を

結

ん

で
提
供

さ
れ

た
。
ヲ

シ

エ
ン
ト
L
と

い
.つ
の
は
、

返
済

に
当

て
る
財
源
や
利
子
率
、
支
払

の
期

日
や
場
所

を
明
記
し

て
ス
ペ
イ

ン
王
室
と
銀
行
家

と
の
間

で
結
ば
れ
た
貸
し
付
け

、
借
り
入

れ
契

約

で
あ

る
・

西

欧

カ

ト
リ

ッ
ク
世

界

の
護

者

を

も

っ
て
任

じ

て
い
た

ハ
プ

ス
ブ

ル
ク
家

の
白
箒

力

ん

五
世

(
ス
ペ
イ

ン
E
カ
ル
.

ス

一
世
)
は
・
そ

の
世

界

政
策

(膨
張
政
策
)
に
必
要

な

莫
大

な
戦

費

を
賄

う
た

め

に
、
イ

タ
リ

ア
人

(特

に
ジ

、
ノ
ヴ

.
人
)
、

ス

ペ
イ

ン
人

、

南

ド
イ

ッ
人
・

ネ

ー

デ

ル

ラ

ン
ド
人

の
銀

行

家

と

ア

シ

エ
ン
ト
を
結

ん

で
巨

額

の
ー

カ

ル

・
ス

一
世

の
治
世

中

だ
け

で
二
、

八
九

〇
万

ド

ゥ
カ

ー
ド

(約
四
δ

四
六
万
グ

ル
デ
ン
)
-
1

借

り
入

れ

を
行

な

っ
て
撹

.

フ

ッ
ギ

と

の
間

で
も

ほ
と

ん
ど
律

の
よ

・つ
に
、
し

か

も
年

に
数

回

も
・

ア

シ

エ
ン
ト
を
結

ん

で
お

り
、

返

済

に
必

要

な
貨

幣

を
借

り
入

れ

る
た
め

に
新

た

な

ア

シ

エ
ン
ト
を
結

ぶ
、

と

い
.つ
あ

り
さ

ま

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ

う
な

ア

シ

エ
ン
ト

の
締

結

に

よ

る
借

り
入

れ

に
際

し

て
、
王

室

の
側

か

・り
銀

行

家

に
提

供

目
売

却

さ

れ

た

の
が

「
フ
ー

ロ
」

(三
『O
)
と
呼

ば

れ

る
国

竺

年
金
証
書
)
で
あ

っ
た
。
ヲ

占

L
と

い
う

の
は

ス

ペ
イ

ン
王
室

が
発

行

し

た
国
債

(年
金
襲

日)
の

ワ」
と

で
、

購
入
者

で
あ
る
銀
行
家

は
額
面

の
八
⊥

○
倍
、

の
ち
に
は

西

⊥

六
倍

の
金
額
i

▼、
の
金
額
が
貸

し
付
け
額

に
相
当
す

る
t

を

支

払

っ
て

い
た
・

王

室

は
借

り
入

れ
金

を
支

払

っ
て
こ
れ
を

買

い
戻

す

こ
と

が

で
き

た
し
、

ま

た

芳

、

銀
行
家

は
購
入

し

た

フ
占

を

売
却

す

る

こ
と
が

で
き

た
。

フ
占

の
償

還

の
た

め

の
財

源

に
は
王

領
地

の
地
代

収

入

や
王

の
特

権

に
も
と

つ
く
収

入

が
当

て
.り
れ

て

い

た
・
要

す

る

に
・
土

地
所

有

に
担

保

さ
れ

た
公
債

(年
金
)
で
、

こ

の
年
金

(
地

代
)
売

買

(園
豊

.
口
評
餌
=
h

。
P
-
<
Φ・ぎ
餌
ロ
鴎)
は
、
新

大
陸
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か
.b
獲
得
し
た
銀
と
並

ん
で
、

ス
ペ
イ

ン
王
室

の
信
用
調
達

の
重
要
な
手
段

に
な

っ
た
。

フ
占

の
発
行

は

五

世
紀

に
始

ま
り
・

=
ハ

世
紀

に
入

.
て
カ

ル

・
三

世

の
治
世
中

に
膨
張

の

一
途
を

た
ど
り
、

五

四
〇
年
代
前
半

に
は
通
常

の
収
入

の
実

に
六
五
%
が

フ
占

の
償

還

に
当

て
ら

れ

て

い
た

と

い
う

こ
と

で
戯

祝
・

フ

ッ
ガ

ー
も

ア
シ

エ
ン
ト
を
結

ん

で

フ
ー

ロ
を
購

入

し

て

い
た
。

一
例

を

あ

げ

て
み
よ

う
。

一
五

三

三
年

フ

ッ
ガ

ー
会

社

の

ス

ペ
イ

ン

代

理

人

で
あ

っ
た

ホ

ェ
ル

ル

(<
』

帥
.一)

は
ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
の
提
督

ア

ン
ド

レ

ア

・
ー

リ

ア
の
北

ア

フ
リ

左

返
征

の
準
備

費

用

と
し

工

六

万

五
、
○

○

○

ド

ゥ
空

ド

(六

、
コ

○
万

了
フ
ベ
デ
ィ
)
を

ス

ペ
イ

ン
王
室

に
貸

し
付

け

、
そ
れ
と

引

き
代

え

に
額

面

三

八
八

万

三

五

〇

了

フ
ベ
デ

ィ

(約

万

八
〇
ド
ゥ
空

ド
)
分

の

フ
占

を

購

入

し

た
。
引

き
受

け
た

フ
占

の
額

面
価

格

は
貸

し
付

け

た
金
額

の

エ

ハ
分

の

一
に
相
当

す

る
。
(①
ド
δ
ρ
0
8

+
ω

嘲。。。。
r
謡
O
-
5
)
ホ

ェ
ル

ル
は
購
入

し

た

フ
占

の
う

ち
五

万

マ
ラ

ベ
デ

ィ
分

を

三

四
年

七

月

に
八
〇

万

ぎ

フ
ベ

デ

ィ

(
天

倍
)

で
売
却

し
、

誉

り
に

δ

万

マ
ラ

ベ
デ

ィ
分

を
同

年

δ

月

に

=

ハ
○

万

マ
ラ
ベ

デ

ィ
で
売
却

し
・

残

り

の

フ
ー

ロ
の
売
却

を

後

任

の
代

理
人

ヴ

ァ
イ

ラ

ー

(客

≦
巴

①
「)
に
委
任

し
、
ヴ

ァ
イ

ラ
ー
が
何

回
か

に
分

け

て
売

却

し

て
い
る
。
こ
の
と
き

の

フ
遇

幼
償

還

の
財

源

に
は

「
ア

ル
モ

ハ
リ

フ

ァ
ス
ゴ

.
マ
ヨ
西

(
ス
ペ
イ

ン
南
部

の
商
業
都
市

セ
ビ

ー

ヤ
の
関
税
)
の
収

入

が
当

て

ら

れ

て

い

た

。

こ

の
例

が
示

す

よ
う

な

や
り
方

で
、

フ

ッ
ガ

ー

の

フ
ー

ロ
購

入

(貸
し
付
け
)

は

一
五

二
四
年

か
ら

五
七

年

ま

で
・

三
〇
数

年

間

に
わ

た

っ
て
続

け
ら

れ

て
い
た
。

ス
ペ
イ

ン
王
室

が
銀

行

家

か

ら

ア

シ

エ
ン
ト
を
結

ん

で
借

り
入

れ

た
金

額

を
返

済
す

る
た
め

に
、

フ
ー

ロ
の

発
行

、
売
却

が
重
要
な
役
割
藁

し

て
い
た
Ψ」
と
が
明

り
か

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

フ
占

を
発

亨

売
却
し

て
戦
費
を
借

り
入
れ

る
と

い

っ
て
も
、

王

室

が

フ
ー

ロ
を

発
行

H
売
却

す

る
た

め

に

は

フ
ー

ロ
の
償
還

を

保

証
す

る
見
合

っ
た
財

源

が
必

要

で
あ

っ
た
。

右

に
あ
げ

た
例

で
は

セ

ビ

「
リ

ャ
の
関

税
収

入

が
当

て

り
れ

て
い
た

が
、
「
ク

ル
掌

ダ

」
(。
『
§

量

+
字
軍
税
)
や

「
セ
ル
ビ

シ
オ
」

(。・
①
三

.
δ
蒔

別
上
納
金
)
な

ど

の
臨

時

の
収

入

が
当

て
ら
れ

る

}」
と

が
多

か

つ
(煙
。
そ
し

て
、

フ
占

の
償

還

の
肇

な
・
ま
た
貸

し
付

け

た
銀

だ豪

に
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と

っ
て
も
望
ま
し

い
有
利
な
財
源

と
し

て
利
用
さ
れ
た
の
が
、
カ

ル

ロ
ス

一
世

の
時
代

に
国
王

の
管
理
下

に
移

さ
れ
た
教
会
領
か
ら
あ
が

る
収

入
・

す

な
わ

ち

三

つ
の
騎

士
修

道

会
領

地

の
地

代

で
あ

.
た
。

本

稿

で
と

り
あ
げ

る

ヲ

エ
ス
h

フ
ス
。コ
L

は

ワ、
の
騎

士

修
道
会

領

地

の
地
代
徴
収

の
請
け
負

い
で
あ

る
。

(
1
)

顕

宍
巴

Φ
9

8

N
6

一Φ
閑
o
う
百

護
Φ
三

2

9

『
閃
ロ
αq
αq
興

鋤
一ω
口d
き

巴

Φ
「
の
α
巽

ω
欝

三

ω
9

Φ
コ
内
「
。
口
①
』
コ
"
N
僑
騨
恥
ら
壽
忌

逢

、
§

蛛鳴
§

鳴
討
§
§

晦
防
,

鷺

恥
ら
壽
腎
}
紺
.
鱒
合

一㊤
刈
P

Qり
・
◎Q
一
・

(
2
)

諸

田
實

「
ス

ペ
イ

ン
王

室

の
銀

行

家

」

(
『
商

経

論

叢

』

二

九

i

一
)

(
3
)

J

●
H

・
エ
リ

オ

ッ
ト
、

藤

田

一
成

訳

『
ス

ペ

イ

ン
帝

国

の
興

亡

』

(
岩

波

書

店

、

一
九

八

二

年

)

二

二
九

ペ

ー
ジ
。

Ω
・
「
帥
同
評
①
「
匂

す
Φ
国
ヨ
Φ
吋
σq
,

Φコ
8

。
豪

。
。
Φヨ

旨

舅

巴
コ
国
暮

星

§

出

ら・言

自

討
鳴
ぎ

§

島

§

§

普
壽

§

ミ

肉
ミ
§

<
。
蚕

。
・暴

ち
な
み
に
、
ス
ペ
イ

ン
で
は
王
室

(中

央
政
府

)
以
外

の
機
関

が
発

行

し
た
年
金

(公

債
)

は

「
セ

ン
ソ
」

と
呼
ば
れ

て
い
た
。

(
4
)

罠

警

g
。
§

曳

壽

鳴§

の
ミ

§

§

§

§

窒

守
賊恥
ま

岳

α
」
・
ω
・刈
亡

轟

ホ

ェ
ル
ル
は
南

テ
ィ
ロ
ん

の
ず

ツ

ェ
ン

(
ボ
ル

ツ

ァ
ー

ノ
)
に
生

ま

れ

・

テ

ィ

?

ル

で

フ

ッ
ガ

ー
会

社

に
雇

わ

れ

、
そ

の
後

ア

ン

ト

ウ

ェ

ル

ペ

ン
と

リ

ス
ボ

ン
で
同

じ

ア

ウ

ク

ス
ブ

ル
ク

の
巨

商

ヘ

ア
ヴ

ァ
ル
ト
の
代
理
商

と
な

っ
た
。

一
五

二
〇
年
代
末

か
ら
三
〇
年

代
半
ば

ま

で
、
W

・
ハ
ラ
ー
の
あ
と
を

う
け

て
、
ネ
ー
デ

ル
ラ

ン
ド
と

ス
ペ
イ

ン

で

フ

ッ
ガ

ー
会

社

の
代

理

人

を

つ
と

め

た
。

》
・
騨

ρ

。・
・
箆

な

お

、

ヲ

ル

モ

ハ
リ

フ

ァ

ス
ゴ

.
マ

ヨ

ー

ル
L

に

つ
い

て

は

諸

田

、

前

掲

論

文

、

五

〇

ペ
ー
ジ
を
参
照
。

(
5
)

フ

ッ
ガ

ー
が
貸

し
付

け
と
引
き
代

え

に

フ
ー

暑

引

き
受

け

た
場
合

に
は
、
そ

の
返
済

の
た
め

の
財

源
と
し

て
、
以
下

で
述

べ
る

胴
マ
エ
ス
竺

フ

ス
ゴ

L
(騎

士
修
道
会
領

地
か

ら

の
地
代
収

入
)

の
ほ
か
、
「
ア
ル
モ

ハ
リ

フ

ァ
ス
ゴ

・
マ
ヨ
ー

ル
」

(
セ
ギ

リ

ャ
の
関
税
)
、
「
セ

ル
ビ

シ
オ
」
(
特
別

上
納

金
)
、
特
定
地
域

の

「
ア
ル
カ
バ

ラ
」

(売

上
税

)

の
収
入

が
指

定
さ
れ

る

ケ
ー

ス
が
多
か

っ
た
。

ニ

ス
ペ
イ
ン
の
騎
士
修
道
会
領
と

「
マ
エ
ス
ト
ラ
ス
ゴ
」

1

騎

士
修

道
会

領

と

王
室

へ
の
管

理
移

管

イ

ベ
リ

ア
半
島

に
生

ま

れ
た
最

初

の
騎

士
修

道

会

は

=

五
八

年

に
創

設

さ
れ

た

「
カ

ラ
ト

ラ
バ
修

道
会

」
(AU
吋口
Φ
コ
<
O
コ
凸O
山
一ゆ
甘「餌
く
騨
)
で
、

モ
リ

ス

コ

(イ
ス
ラ
ム
)
の
攻

撃
を

防

ぐ

た
め

で
あ

っ
た
。

こ
れ

に
続

い
て
、

ボ

ル
ト
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ガ

ル
と

の
国

境

に
近

い

レ
オ

ン
地

方

の

エ
ス

ト

ゥ

レ

マ
ド

ゥ

ラ
に
、

サ

ラ

マ
ン
カ
地
方

の
騎
士

に
よ

っ
て

「
サ

ン

.
ジ

ュ
リ

ア

ン

.
デ

ル

.
ペ

レ
イ

ロ
修

道
会

」

(O
a
Φ
口
く
8

ω
き

}三
一曾

α
Φ
一
℃
臼
Φ
ぎ

)
が
創
設

さ
れ

た
。

こ

の
修

道
会

は
、

一
二

一
三
年

に

モ
リ

ス

コ
の
手

か

ら
取

り
返

し

た

ア
ル
カ

ン
タ

ラ
の
町
を

レ
オ

ン
国

王

ア
ル

フ
ォ

ン
ス
九
世

か

ら
遺

贈

さ

れ

た

の

で
、

こ

の
機

会

に

「
ア

ル

カ

ン

タ

ラ

修

道

会

」

(O
門9
.
類
く
。
嵩
≧
9
艮
鋤
鑓

)
と
改

名

し

た
。

も

う

一
つ
、

=

七

〇
年

に
イ

ス
ラ

ム
教

徒

と

の
戦

い
と

聖

地

サ

ン
チ

ャ
ゴ

・
デ

.

コ
ン
ポ

ス

テ
ラ

へ
向

か
う

巡
礼

者

の
保

護

と

い
う

目
的

で
、

カ

セ

レ
ス
に

「
サ

ン
チ

ャ
ゴ

修

道
会

」

(O
a
8

<
露

ω
弩

欝

αq
。
)
が
創

設

さ

翫

・

レ

コ

ン

キ

ス

タ

騎
士
修
道
会
は
国
土

回
復
運
動

の
過
程

で
大
き
な
役
割
を
演

じ
た
が
、

一
四
九

二
年

に
グ

ラ
ナ
ダ
が
陥
落
し

て
こ
の
目
的

が
達
成

さ
れ

た
頃

か
ら
、
そ
の
領
地
を
国
王

の
管
理
下

に
移
し

て
ス
ペ
イ

ン
王
室

に
奉
仕
す
る
、
と

い
う
新
し
い
役
割
を
果
す
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の

　
　

　

経

過

は
次

の
よ
う

で
あ

る
。

ま
ず

、

　
四
八
七

年

に
カ

ラ
ト

ラ

バ
修
道

会

の
第

三
〇
代

総

長

(O
璋
。器

ピ
9

Φ
N
o
Φ
辞

量

一加
)
が
死
去

し
た

時

、

こ

の
修

道

会

の
参

事
会

は
後
任

の
総
長

を

選

ば
ず

、

翌
年

、

教
皇

が

カ

ト
リ

ッ
ク
両

王

(
ア
ラ
ゴ

ン
国
E

フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
と
カ

ス
テ
ィ

ー

リ
ャ
国
王
イ
サ
づ

フ
)
を
修

道
会

の
管

理
者

に
任

命

し
た
。

次

に

ア
ル
カ

ン
タ

ラ
修
道

会

の
場

合

は
、

{
四
九

四
年

に
最

後

の
総

長

(言

き

o
.
N
⇔
2
αq
鋤
)
が

そ

の
領
地

を

サ

ラ

マ
ン
カ
司

教

に
譲

渡

し
、
司
教

が

一
五
〇

四
年

に

セ
ビ

ー
リ

ャ
大

司
教

(枢
機
卿
)
と

な

っ
て
死
去

し

た

時

に
王
室

に
管

理

が
移

っ
た
。
最
後

に

サ

ン
チ

ャ
ゴ
修

道
会

の
場

合

に
は
、
第

四
〇
代

総

長

(一U
O
切
〉
一〇
コ
ωO
α
①
魚O
瓜
『α
㊥
口
鋤
ω)
が

一
四
九
九

年

に
死

去

し

た
時

、
教

皇

イ

ン
ノ
ケ

ン
テ

ィ
ウ

ス
八
世

と

ア

レ
ク

サ

ン
ド

ロ
ス
六
世

の
勅
書

が
下

さ
れ

て
、

こ

の
修
道

会

の
管

理
も

カ

ト

リ

ッ
ク
両
王

の
手

に
移

さ

れ

た
。

三

つ
の
修

道
会

の
管

理

者

に
な

っ
た

カ

ト

リ

ッ
ク
両
王

の
う

ち
、

イ

サ

ベ

ラ
が

一
五
〇

四
年

に
死
去

し

た

の

で
管

理

は

フ

ェ
ル
ナ

ン
ド

に
移

っ
た
。

一
五

一
六

年

に

フ

ェ
ル
ナ

ン
ド
が
死

去

し

た
時

、

カ

ラ
ト

ラ

バ
修

道
会

で
は
参
事

会
騎

士

の
間

で
新

し

い
総

長

を
選

ぼ

う
と

い
う
声

も
出

た
が
、
カ

ス
テ

ィ
ー

リ

ャ
政
府

の
依

頼

を
受

け

て
枢
機

卿

ハ
ド
リ

ア
ヌ

ス

(カ

ル
ロ
ス

一
世
の
幼
少
時
代
の
師
、
の
ち
の
教
皇

ハ
ド
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図1騎 士修道会の領地

〈サ
ノ

参道会

会道

会

修

道

ラ

aノ

サ ラマ ン カ

0

0

θ

ヴィζヌェ6鰭
＼

ラ・セ レ ナ

リ
ァ

ヌ
ス
六
世
)
が

騎

七

を

説

得

し

て
、

ス

ペ

イ

ン
の
王

位

を

継

承

し

た

カ

ル

ロ

ス
を

管

理

者

に
選

ん

だ

。

他

の

二

つ
の
修

道

会

も

こ
れ

に
な

ら

い
、

こ
う

し

て

カ

ル

ロ

ス
が

三

つ
の
修

道

会

の
管

理

を

掌

握

す

る

こ
と

に

な

っ
た

。

一
五

・
一
三

年

五

月

四

日

の
教

皇

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス
六

世

の
勅

書

に

よ

っ
て
、

騎

士

修

道

会

領

の
王

室

へ
の
移

管

の

一
連

の

措

置

は
最

終

的

に
確

認

さ

れ

た

。

(
1
)

騎

士
修

道
会

の
領
地

は
新

カ

ス
テ
ィ
ー
リ

ャ
と

エ
ス
ト

ゥ
レ
マ
ド

ゥ

ラ
を
中

心

に
、

ス
ペ
イ

ン
各

地

に
広

く
分
散
し

て
い
た

(
図

1
を
参

照
)
。

小

さ
な
領

地
片

を
除

け
ば
、

カ

ラ
ト

ラ
バ
修

道
会

の
領
地

は

ア
ル

マ
グ

ロ

(
管
理

の
中

心
)
、
ヴ

ァ
ル
デ

ペ

ニ
ャ
ス

(
ぶ
ど
う
酒

の
町
)
、

ア
ル

マ
ー
デ

ン

(水
銀

鉱
山

)
な

ど

の
あ
る
中
央
部

分

(O
鋤
ヨ
O
o
α
o
O
巴
讐
鑓
く
印
)
と

南

の
部
分

(
マ
ル
タ

ス
、

ポ

ル
ク
ナ
を
中

心
と
す

る

勺
母
鉱
O
o

>
口
α
巴
午

ω
幣
)
、
お
よ
び

マ
ド
リ

ッ
ド
の
東

の
部
分

か
ら
成

っ
て
い
た
。
ア
ル
カ

ン
タ

ラ
修

道
会

の
領

地

は

ア
ル
カ

ン
タ
ラ

(修
道
会

の
所

在
地
)

の
あ

る

エ
ス

ト

ゥ

レ

マ
ド

ゥ
ラ

の
領

地

と

そ

の
南

東

の
領

地

(
中

心

は

ヴ

ィ
ラ

ヌ

エ

ヴ

ァ

・
デ

・
ラ

・
セ
レ
ナ
)

か
ら
成

っ
て
い
た
。

サ
ン
チ

ャ
ゴ
修
道
会

の

領
地

は

ウ
ク

レ
ス

(
修
道
会

の
中

心
)
や

オ
カ
ー

ニ
ャ

(経
済

の
中
心
)
の

あ

る

タ
ホ
川
上

流

の
南

側

の
領

地
、

ル

レ
レ
ナ
や
サ

フ
ラ

の
あ

る
南
部

の

領

地
、

そ
れ

に
北
部

の
ポ

ル
ト
ガ

ル
と

の
国
境

に
近

い
領
地

か

ら
成

っ
て

い
た
。

(
2
)

王

室

へ
の
管

理
移
管

の
経
緯

と
修

道
会

の
管
理
機

構

に

つ
い

て
は
、

出
.
胃
①
=
Φ
コ
げ
Φ
口
国
.
b
暗

、
舘
踪

鳴
越
6
譜

さ

鳴
無
§
お

8

§

ミ

(N
笥
吋
軌
i
N
軌
職
N
)
'



N
ミ

O
塁
6
ミ

6
ミ
笥
§

「
魯

§

画。。罫

§

沁
軌§

さ

ミ

§

暁§

N
9

誉

ミ

討
§

魯

眞

一
り
鵯

・
ω
』

n
昼

Φ
憎ω
↓
b
討

、
寝
窯

こ

隷
ぜ

禽
ミ
鳴
醤
黛
§
織
ぎ

ミ
袋
西
ミ

ミ
偽
謡

亀

脚

ω
』

①
ω
h
.
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2

「
マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

」

(騎
士
修
道
会
領
地
の
地
代
徴
収

の
請
け
負
い
)

「
マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ
」

(ヨ
器

。・冨

お

。
)
と

は
、
本
来

、
騎

士
修

道

会

の
裁

判

権

が
及

ぶ
領

域

を
表

わ
す

ス
ペ
イ

ン
語

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

騎

L
修

道
会

の
所

領

と

い

っ
て
よ

い
。

こ
の
所

領

か
ら
修

道

会

が
徴

収

す

る
地
代

は
、

一
三

世
紀

後

半
頃

か

ら
、
総
長

の

「
メ

サ

ス
」
(ヨ
Φ
。。山
。。"食

卓

の
語
義
)

つ
ま

り
総
長

の
生

活

に
当

て
る
分

と
修

道
会

の
騎
士

の
生

活

に
当

て
る
分

と

に
分

け

ら
れ

る

よ
う

に
な

っ
た
。

カ

ラ
ト

ラ

バ
修
道

会

の
場

合

に
は
総
長

ド

ン

・
フ

ァ
ン

・
ゴ

ン
サ

レ
ス

の
時

に

こ

の
修

道
会

領

の
地

代

が
総
長

と
騎

士

の
間

で
折
半

さ
れ

た
。

そ

の
う
ち
総

長

に
帰

属

す

る
部
分

が

「
メ

サ

・
マ

エ
ス
ト

ラ

ル
」

(ン歳
Φω
餌
竃
印
Φ
oo
一「ロ
一)
と
呼

ば

れ

、
修

道
会

の
騎

t

の
生

活

に
当

て
ら

れ

る
残

り

の
部

分

が

「
エ
ン

コ
ミ

エ
ン
ダ
」
な

い
し

「
コ
ム
ト

ラ

(
1

)

イ
」

で
あ

る
。

修

道

会

は
特

権

の
獲

得

や
寄
進

の
受

け
入

れ

に
よ

っ
て
、
こ
の

メ
サ

・
マ

エ
ス
ト

ラ

ル

(総
長

に
帰
属
す
る
地
代
収
入
)
を

い
ち

じ

る
し
く

増
加
さ
せ
た
。

西

八
五
年

に
ア
ル

フ
ォ
ン
ソ

・
グ

チ

エ
知

が
・
修
道
会
所
領

の
董

移
管

に

つ
い
て
カ
ラ
ト
ラ
バ
修
道
会

の
総
長
と

話

し

合

う
よ

う

に
、

カ

ト
リ

ッ
ク
両

王

か
ら
依

頼

さ
れ

た
時

、
修

道
会

参
事

会

は
修
道

会

の
土

地

を
使

い

つ
く

し

た
り
、

売

却

し
た

り
、

譲
渡

し

た
り

し
な

い
と

い
う
条

件

で

こ
れ

に
同

意

し

て
い

る
。

し
か

し
、

こ

の
同

意
条

件

は
、

の
ち

に
国
王

カ

ル

ロ
ス

一
世

に
包
括

的

な

権

限

が
与

え

ら
れ

た

た
め

に
守

ら

れ
ず

、
修

道

会
領

地

の
地

代

は
賃

貸

さ
れ
、
所

領

の

一
部

が
売

却

さ
れ

た
。

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

(騎
士
修

道
会
領
地
)
の
地
代

徴

収

の
請

け
負

い

の
対
象

に
な

っ
た

の
は
、
修

道
会

の
領

地

か

ら
あ

が

る
地
代

(施
設
や
用
益
権

の
賃
貸
料
を
含
む
)
の
う

ち

総
長

に
帰

属

す

る
分

(
メ
サ

・
マ
エ
ス
ト
ラ
ル
)

で
、

通
常

、

マ

エ
ス
ト
ラ

ス
ゴ

と
.言
う
場
合

に
は

こ

の
分

を
指

す

よ
う

に
な

っ
た
。

マ
エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

の
収

入

は
、
所

領

内

に
定

住

す

る
者

が

納
付

し

た
永

久
地

代

と
所

領
地

か
ら
生

ず

る
す

べ
て

の
収

入

の
十
分

の

一
税
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か

ら
な

っ
て
い
た
。

一
六
世

紀

に

は
地

代
収

入

は
貨

幣

地
代

と
現

物

地
代

で
、

こ
れ

に
対

し

て
長

分

の

一
税

は
穀
物

(小
麦
、

ラ
イ
麦
、
大

麦
)
、
ぶ

ど

う
酒
、
オ

リ
ー
ブ
油

な

ど

の
現

物

が
多

か

っ
た
。
修

道
会

領

に
は
広
大

な
放
牧

地
域

(デ

ヘ
サ
ス
、
∪
9

Φ。。
。
ω)
も
含

ま
れ

て

い
た
。

サ

ン
チ

ャ
ゴ
修

道

会

は

レ
オ

ン
地

方

に

一
八

の
放

牧

地
域

を

ア

ル
カ

ン
タ

ラ
修

道
会

は
五
〇

以

上

の
放

牧
地
域

を
、

カ

ラ
ト

ラ
バ
修
道

会

も

い
く

つ
か

の
放

牧
地

域

を

も

っ
て
い
た
。
こ
れ

ら

の
放
牧

地

域

に
は
放

牧
地

ば

か

り

で
な

く
、
木

材

(燃
料
用
材
、
か
し
わ
、
コ
ル
ク
が
し
)

を
提

供

す

る
林
、

狩
猟

場

や
漁

獲

場
、

塩
泉

(塩
鉱
)、

水
銀

(辰
砂
)
鉱

山

、

そ

れ

に
種

々

の
工
業
施

設

(水
車
場
、
縮
絨
場
、
石
け
ん
製
造

場
、
倉
庫
な
ど
)
も
含

ま

れ

て

い
た
。

こ

の
よ
う

に
、
広

大

な
地

域

に
農
地

、
放

牧

地
、

狩

猟

・
漁

獲
場

、

鉱

工
業

施
設

が
散

在

す

る
修
道

会

の
領

地
管

理

に
は
大
変

な
手

間

が
か

か

っ
た

の

で
、
王

室

の
管

理

に
移

管

す

る
以

前

か
ら
、

総

長

は
し

ば

し
ば

所
領

の
管

理

と

地
代

の
徴

収
を

業
者

に
請

け
負

わ

せ

て

い

た
。
国

王

フ

ェ
ル
ナ

ン
ド

の
時

か
ら

こ

の
請

け
負

い
が
固

定
的

な

制
度

に
な

っ
た
。

フ

ェ
ル
ナ

ン
ド
の
治

世
中

に
最
初

の
請

け
負

い
人

に

な

っ
た

の
は

ペ
ド

ロ

・
デ

ィ

ア

ス

・
デ

・
ラ

・
カ

バ

レ
リ

ア

(頃
Φα
「O
一)
一鋤
N
α
①
一山
畠Q
9び
僧
=
Φ
目一鋤
)

と

ア

ロ
ン

ソ

・
グ

チ

エ
レ
ス

(≧
o
口
。。o

O
昌

曾
器
N
)

で
、

前
者

は

一
五

=

年

に

ア

ル

マ
ー
デ

ン
の
水

銀
鉱

山

の
賃

借

人

に
な

り
、

後

者

は

一
五

一
六
年

に
カ

ラ
ト

ラ
バ
修

道
会

領

の
収
入
を
請
け
負

つ
(規
・

グ
チ

エ
レ
ス
は
さ
ら

に

五

九
年

に
王
室

の
尚
書
、
会
計
官
、
鳶

露
と
協
約
を
結

ん
で
、

一
互

九
年

か
ら

二

二
年

ま

で
の
三
年

間

カ

ル

ロ
ス
の
宮

廷

費

用

に
当

て
る
た

め

に
毎

年

二
〇
万

ド

ゥ
カ

ー

ド
を
支

払

い
、

そ
れ

と
引
き

代

え

に
、

三

つ
の
修
道

会

領

の

マ
エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

の
う
ち
貸

し

付

け
金
額

に
相
当

す

る
分

が
彼

に
割

り
当

て
ら

れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。
修

道
会
領

の
収

入

で
足

り

な

い
場

合

に
は
、

同

じ
期

間
巾

に
イ

ン
デ

ィ
ア

ス

(
ス
ペ
イ

ン
領

ア
メ
リ
カ
)
か

ら
到

着

す

る
金

そ

の
他

の
商

品

が
当

て
ら

れ

る

こ
と

に
な

っ
て
転
混
。
こ

の
よ
う

に
し

て
、
銀

行

家

が
王

室

に
前

貸

し

し

た
金

額

に
対

す

る
返

済

の
保

証
と

し

て

マ

エ
ス
ト
ラ

ス
ゴ

(修
道

会
領
地
か
ら
の
地
代
収
入
)
が
当

て
ら

れ

る
や

り
方

が
始

ま

っ
た
。

グ

チ

エ
レ

ス
が

年

二
〇

万

ド

ゥ
カ

ー
ド
と

い
う

巨
額

の
貸

し
付

け
金

を

ど

の
よ

う

に
し

て
調
達

し

た

の
か
、

銀
行

家

と
し

て
の
彼

の
経
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歴

は

よ
く

わ
か

ら
な

い
。
恐

ら
く

グ

チ

エ
レ

ス
の
背

後

に
、

マ
ド
リ

ッ
ド

の

フ
ォ

ス
メ
デ

ィ
ア

ノ

ス
家

(<
o
§

Φ
9
き

霧
)
や

ア
ル

マ
ー

デ

ン

の
水
銀

取
引

に
関
心

を

も

つ
イ

タ
リ

ア
人

な
ど
、

数

人

の
銀
行

家

が

つ
い

て

い
た

の

で
は
な

い
か
、

と

ケ

レ

ン
ベ

ン

ツ
は
推
定

し

て
い

(罷
・カ

ル

ロ
ス

一
世

が
修

道
会

領

の
管

理
者

と

し

て
そ

の
収

入

の
永

代
処

分
権

を

獲
得

し

た
時

か

ら
、

マ
エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

は

ア
シ

エ
ン
ト
を

結

ん

で
借
り
入
れ
た
貨
幣
を
返
済
す

る
王
室

の
財
源
と
し

て
・
重
要

な
役
割
藁

た
す

こ
と
に
な

つ
(池
・

そ
う
し

て
当
然
・
カ

ル

。
ス
に

貸

し

付

け

て
い
た
南

ド

イ

ッ
の
銀

行
家

に
と

っ
て
も
、
地

代
収

入

(土
地
所
有
)
と

い
う
確

実

な
担
保

の

つ
い
た

マ
エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

の
請

け

負

い

は
関

心
事

と

な

っ
た

。

(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

1

即

囲
の
鵠
①
ロ
げ
①
箒
N

・
b
智

、
嚢

諺
6
壽
鳴
§

偽
無
ミ
§

額
6
ミ

(N
§

J
N軌
職
鳴
)
田
ω
騨
ら。
・

こ

の
グ

チ

エ
レ

ス
が

の
ち

に
出

て
く

る

グ

チ

エ

レ

ス
と

同

一
人

物

で
あ

る
か

ど

う

か

は

不

明

で
あ

る
。

鵠
.
凶
Φ
=
Φ
鵠
げ
①
ロ
炉

魯

象

O
`
Qり
.
F

国
・
国
Φ
嬬
Φ
口
げ
Φ
津
N
噂
蟄

鋒

O
`
ψ

9

匡
嗣
訳
①
=
Φ
コ
σ
①
づ
N

聯
鼻

9

0
`
ω
畳
㎝
.

騎

士

修

道

会

領

の
管

理

が

f

室

に
移

管

さ

れ

て
以

後

、

マ

エ
ス

ト

ラ

ス
ゴ

か

ら

獲

得

し

た

モ

室

の
収

入

は
、
グ

チ

エ
レ

ス

の
評

価

に

よ
れ

ば

、
カ

ル

ロ
ス

一
世

の
治

世

の
初
期

に

一
三
万
、二
、
○

○
○

ド

ゥ
カ

ー
ド
、
末

期

(
一
五
五
〇
年
代

)
に

一
七

万
六
、
○
○

○

ド

ゥ
カ

ー
ド
で
あ

っ
た
。

こ
れ

に
対

し

て
、
同

じ
時
期

の
ス
ペ
イ

ン
モ
室

の
年
間
収

入

(
ス
ペ
イ

ン
の
分
)

に

つ
い
て
、
ケ

レ
ン
ベ

ン

ツ
は
初
期

に
約

一
〇
〇
万

ド

ゥ
カ
ー
ド
、

一
五

四
〇
年

代

に

一
五
〇

万

ド

ゥ
カ

ー
ド
を
越

え

て
い
な

い
と
述

べ
、

エ
リ
オ

ッ
ト
は
約

一
〇

〇
万

ド

ゥ
カ

ー
ド
、

一
五

四
.
.年
以
後

に

↓
五
〇
万

ド

ゥ

カ

ー
ド
と
述

べ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
マ

エ
ス
ト
ラ

ス
ゴ
か
ら

の
収

入

は
王
室

の
収
入

の

一
〇
1

一
五
%
程
度

で
あ

っ
た

の

で
は
な

い
か
と
推
定

さ

れ
る
。
諸

田
實

「
ス
ペ
イ

ン
五
室

の
銀
行
家

」
五

、、
↓ペ
ー
ジ
。

三

フ

ッ
ガ

ー
家

の

「
マ

エ

ス
ト

ラ

ス
ゴ

」

マ

エ

ス

ト

ラ

ス

ゴ

最
初

の
地
代
徴
収
請
け
負

い

フ

ッ
ガ
ー
家
は

一
五
二
四
年
二
月

に
ス
ペ
イ

ン
王
室
と
契
約
を
結

ん

で
、

一
五
二
五
年
か
ら
二
七

'
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年

ま

で
の
三
年
間

、
騎
士

修

道
会

領

地

の
地

代
徴

収

を
請

け
負

っ
た
。
こ
れ

が

フ

ッ
ガ

ー
家

に
よ
る
最

初

の

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

で
あ

る

が
、

一
五

一
九
年

の
皇

帝
選

挙

か

ら
最
初

の

マ
エ

ス
ト

ラ

ス
ゴ

に
か

け

て

の
数
年

間

は
、

フ

ッ
ガ

ー
家

に
と

っ
て
も

ス

ペ
イ

ン
王

室

に
と

っ
て

も

「
運

命

の
岐

路

」

と
も

い
う

べ
き
重

要

な
時

期

で
あ

っ
た
。

一
五

一
九
年

の
ド
イ

ッ
皇

帝
選

挙

に
際

し

て

フ

ッ
ガ

ー
家

の
当

主

ヤ

ー

コ
プ

、
一世

は
、

候
補

者

の

一
人

で
あ

る

ス
ペ
イ

ン
国

王

カ

ル

ロ

ス

一
世

に
対

し

て
、
選

挙

費

用

八

五

万

、
一、

○

○

○

グ

ル

デ

ン

の
う

ち

六

割

余

に
当

る
五

四

万

三

、
五

八

五

グ

ル
デ

ン
三

四

ク

ロ
イ

　
　

　

ツ

ァ
ー
を
貸

し

つ
け

て
、

カ

ル

ロ
ス

の
皇
帝

即
位

を
助

け

た
。

こ
れ
が

フ

ッ
ガ

ー
家

の

ス

ペ
イ

ン
王
室

に
対
す

る
最

初

の
多
額

の
貸

し
付

け

で
あ

る
。

こ

の
貸

し
付

け

は
、

フ

ッ
ガ

ー
家

が

こ
れ

ま

で
行

な

っ
て
き

た

テ

ィ

ロ
ー

ル
の
君
主

ジ

ギ

ス
ム

ン
ト
大

公

や
先

代

の
ド
イ

ツ

皇

帝

マ
ク

シ
ミ

リ

ア

ン

へ
の
貸

し
付

け

に
く

ら

べ
て
金

額

が
遥

か

に
人

き

か

っ
た
ば

か
り

で
な

く
、
「
銀

買

い
」
や

「銅

買

い
」

の
よ
う

な

確
実
な
担
保
を
ζ

晃

・
返
済

の
保
証
が
カ

ル

・
ス

(
ス
ペ
イ
ン
垂

)
の
約
束
だ
け
と
い
う
、
お
よ
そ
商
売

の
常
道
を
無
視
し
た
貸
し
付

け

で
あ

っ
た
。
結

局

、
こ
れ

を
き

っ
か

け

に

フ

ッ
ガ

ー
は

ス

ペ
イ

ン
王

室

と

の
泥

沼

の
よ

う
な
関

係

に
は

ま
り

こ
ん

で
い
く

こ
と

に
な

る
。

フ

ッ
ガ

ー
家

の
資

金
援

助

に
よ

っ
て
カ

ル

ロ
ス
が

ド
イ

ッ
皇
帝

に
就

任

す

る
と

、

ヤ
ー

コ
プ

・
フ

ッ
ガ

ー
は
早
速
、

貸

し
付

け
金

の
返

済

を
求

め

た
。

こ

の
交

渉

は

は
か

ど

ら
ず
、

ヤ

ー

コ
プ

は
皇

帝

が

ド

イ

ッ
を
訪

れ

る
機
会

を
待

っ
て

い
た
。

一
方
、

一
五

一
六

年

に

ス

ペ

イ

ン
王

位

に
就

い

た
カ

ル

ロ
ス
は
、
翌

一
七

年
秋

に

フ
ラ

ン
ド

ル
か

ら

ス
ペ
イ

ン

へ
お
国

入

り
し

た

が
、

コ
ム
ネ

ー

ロ
ス

(都
市
住
民
)
や

(
3

)

ヘ
ル

マ

ニ
ー

ア

(兄
弟
団
)
の
叛

乱

で

ス

ペ
イ

ン
国

内

が
騒
然

と
し

た

た
め

に

一
五

二
〇
年

五
月

に

ス
ペ
イ

ン
を

離

れ
た
。
そ
し

て
、
宗

教

(
4

)

改

革

運
動

が
拡

が

り
を

み

せ

て

い
た

一
五

.
二

年

に
帝

国

議

会

に
出
席

す

る
た
あ

に

ラ
イ

ン
河
畔

の
司
教

都
市

ヴ

ォ
ル
ム

ス
を
訪

れ

た
。

こ

の
時

、

フ

ッ
ガ

ー
家

の
代

理
人

が

ス

ペ
イ

ン
王

室

の
財

政
顧

問
官

と
折

衝

し

て

い

る
が
、

五
月

四

日

に
、

選
挙

費

用

そ

の
他

で

フ

ッ

ガ

ー
が
貸

し
付

け

た
金

額

が
利

子

を
含

め

て
六

〇
万

グ

ル
デ

ン
と
計

算

さ
れ
、

そ

の
う
ち

四
〇

万

グ

ル
デ

ン
を
鉱

山
収

益

に
よ

っ
て
、
残

り

の
.
一〇

万
グ

ル
デ

ン
を

ス
ペ
イ

ン
の
収

入

に
よ

っ
て
返
済

す

る

こ
と

で
合
意

さ

れ
た
。

こ

の
結

果
、

フ

ッ
ガ

ー
は

二
〇

万
グ

ル
デ

ン
と
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い
う

巨
額

の
貸

し

付

け
金

を
遠

く
離

れ

た
異

文
化

の
国

ス

ペ
イ

ン
で
回
収

し

な

け
れ
ば

な

ら

な

い
と

い
う
困

難

な
問
題

を

背
負

い

こ
む

こ

と

に
な

っ
た
。

ポ

ェ
ル

ニ

ッ
ツ
は

こ
の

一
五

.
二

年

の
ヴ

ォ
ル
ム

ス
の
契
約

を

「
フ

ッ
ガ

ー
会
社

の
運
命

の
悲

劇
的

な
転

回
点

」

に
な

っ

(
5

)

た

と
述

べ

て

い
る
。

し

か

し
、

テ

ィ

ロ
!

ル

の
鉱

山
収

益

か

ら

の
返
済

は
遅

々
と

し

て
進

ま
ず

、

↓
五

三
〇

年

に
残

額

は

=

万

二
、

○

○
○

グ

ル
デ

ン
で

あ

っ
た
。

ス

ペ
イ

ン
の
収

入

か

ら

の
返

済
も

滞

っ
て
い
た
。

コ
ム
ネ

ー

ロ
ス
の
叛

乱

に
際

し

て
運

動

の
指
導

者

が
掲

げ

た
五

項
目

の
要

求

の
4・
に
、

ス
ペ
イ

ン
か
ら
の
貨
幣

の
持

ち
出
し

の
禁
止

の
要
求

が
含
ま
れ

て
い
た
点
か
蕊

・
外
国
人

の
大
臣
を
引
き
連
れ

て
乗
り

こ
ん

で
き

た
外

国

育
ち

の
国

王

(カ

ル
ロ
ス

一
世
)
が
外
国

商

人

(
フ
ッ
ガ
i
)
か

ら

の
借
金

を
返
済

す

る
た

め

に

ス

ペ
イ

ン
の
富

を
費

消

す

る

こ

と

に
対

す

る

、
民
衆

の
不
満

が
推
察

さ

れ

る
。

一
五

二

三
年
春

、

ヤ
ー

コ
プ

は
皇
帝

選

挙

に
お
け

る

フ

ッ
ガ

ー

の
貢
献

を

強
調

し
、

貸

し

(
7

)

付

け
金

の
返
済

を
求

あ

る
有

名

な
手

紙

を
書

い
た
。

こ
の
手

紙

は
四
月

、
一四

日

に
ヴ

ァ
リ

ャ
ド

リ

ッ
ド

で
カ

ル

ロ
ス
に
手
渡

さ
れ

た
。

ス

ペ
イ

ン
王

室

の
国

庫

責
任

者

の
計
算

で
は
、

フ

ッ
ガ

ー

に
対

す

る
王

室

の
債

務

は

一
九

万
八

、

=

ニ

ド

ゥ
カ

ー

ド
三
〇

八

マ
ラ

ベ
デ

ィ

で
あ

っ
た
。

こ

の
返
済

方

法

に
関
す

る
交

渉

が

ヴ

ァ
リ

ャ
ド

リ

ッ
ド

で

フ

ッ
ガ

ー
の
代

理
人

G

・
ラ
イ

イ

ン
グ
と
王

室

の
責

任
者

と

の
間

で
続

け

ら

れ
、
結

局
、

王

室

の
債

務

を
騎

七

修
道

会

領
地

の
地
代

収
入

に
よ

っ
て
返
済

す

る
た

め

に
、

一
五

.
一五
年

か

ら

、
一七
年

ま

で
三

年

間
、

修

道
会

領
地

の
地

代

の
徴

収

を

フ

ッ
ガ

ー
が
請

け
負

う

こ
と

に
な

っ
た
。

、

、

(
8

)

一
五

二

四
年

、
一月

二

八

日
、

ヴ

ィ

ト

リ

ア

で

フ

ッ
ガ

ー

の
代

理

人

G

・
ラ

イ

イ

ン
グ

と

C

・
デ

・
ア

ロ
の
両

名

と

王

室

の
代

表

者

と

の

(
9

)

間

で
契

約

が
締

結

さ
れ

た
。

フ

ッ
ガ

ー
が
請

け
負

っ
た

地
代

は
年

　
三
万

五

、
○

○

○

ド

ゥ
カ

ー

ド

(約
五
、
O
O
O
万

マ
ラ
ベ
デ
ィ
)
で
、

フ

ッ
ガ

ー
は

こ
れ
を

一
括

前

納

し

た
。

以
前

の
請

け
負

い
人

グ

チ

エ
レ

ス
の
場

合

に
は
請

け
負

い
人

の
報

酬

は
年

一
七

〇

万

マ
ラ

ベ
デ

ィ

(約
四
、
五
〇
〇
ド
ゥ
カ
ー
ド
)
で
あ

っ
た
が
、

フ

ッ
ガ

ー

の
場
合

に
は
年

二

二
〇
万

マ
ラ

ベ
デ

ィ

(約
五
、
九
〇
〇
ド
ゥ
カ
!
ド
)
と
評

価

さ
れ

、

条

件

が
良

く

な

っ
て
い
た
。
請

け
負

い
期

間

は

サ

ン
チ

ャ
ゴ

修
道

会

領

と

ア

ル
カ

ン
タ

ラ
修

道
会

領

は
二
五
年

一
月

一
日
か
ら
、

カ

ラ

ト
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ラ
バ
修
道
会
領

と

レ
オ

ン
地
方

の
放
牧
地

は
二
五
年

の
ミ
カ

エ
ル
祭

(九
月

一九
日
)
か
ら

で
あ

っ
た
。
領
地

の
地
代
収
入

に
よ

っ
て
支
払

わ
れ
る
王
室

の
債
務

に
は
、

フ

ッ
ガ
ー
に
対
す

る
未
済

の
債
務
ば
か
り

で
な
く
、
ヴ

ェ
ル
ザ

ー
家
、

F

・
デ

・
ヴ

ァ
リ
ャ
、

C

.
デ

.
ア

ロ
な
ど
の
商
人

に
対
す
る
債
務
も
含
ま
れ

て
い
た
。

フ
ッ
ガ

ー
に
譲
渡
さ
れ
た
収
入
は
三

つ
の
修
道
会
領
地

の
貨
幣
地
代
と
穀
物
地
代
、
放
牧
地
か
ら
あ
が
る
収
入

の
う
ち
総
長

に
帰
属
す

る
分
、
そ

の
他

で
、
穀
物
地
代

は
毎
年
八
月

の
聖
母
昇
天
祭

に
査
定

さ
れ
た
価
格

で
計
算

さ
れ
た
。

フ
ッ
ガ
ー
は
修
道
会
領

が
散
在
す

る

各
地

に
地
代
徴
収

を
管
理
す
る
代
理
人
を
置

か
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
請

け
負

っ
た
地
代
を
間
違

い
な
く
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
公

証
人

の
作
成
し
た
認
証
騰
本
を
、
毎
年

ミ
カ

エ
ル
祭

の
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
放
牧
地

の
収
支
計
算

に

つ
い
て
は

メ
ス

タ

(大
牧
羊
業
者
組
合
)
の
評
議
会

に
勘
定
を
提
出
す
る
。
領
地
内

の
水
車
場
、
縮
絨
場

の
設
備

の
補
修

は
自
費

で
行
な

い
、
ぶ
ど
う
酒
樽
、

小
舟
、
家
屋
、
宿
屋
、

そ
の
他

の
施
設
、
水
銀

の
鉱
床

は
請
け
負

い
期
間

の
終
了
時
ま

で
良

い
状
態

で
保
全
す

る
。
放
牧
地
や
鉱
山

に
は

番
人
を

つ
け
る
。
穀
物
地
代
を
運
ぶ
運
搬
具
と
倉
庫

は
修
道
会

の
も

の
を
使
用
し

て
よ

い
が
、
そ
れ
以
外

に
必
要

な
も

の
は
自
費

で
調
達

す
る
。
以
上

は
契
約
書

の
細
目

で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
契
約
条
件
か
ら
も
判

る
よ
う
に
、
遠
く
離
れ
た
外
国

で
の
領
地
管
理

の
困
難

の
た

(
10

)

め

に
、
管

理

の
実

際

は

い
ま
ま

で
の
請

け
負

い
人

で
あ

る
グ

チ

エ
レ
ス
に
依

頼

せ

ざ

る
を
得

な

か

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

フ

ッ
ガ

ー
が
徴

収

を
請

け
負

っ
た
地
代

一
三

万
五
、

○

○
○

ド

ゥ
カ

ー

ド

の
う

ち
、

王
室

の
評

議
会

員

、
修

道
会

管

区
長
、

修

道
会

騎

士

の
給
与

分

の
三
万

五
、
○

○
○

ド

ゥ
カ

ー

ド
を

差

し
引

い

て
、
残

り

の

一
〇

万

ド

ゥ
カ

ー

ド
が

フ

ッ
ガ

ー
に
対
す

る
返

済

に
当

て
ら
れ
、

フ

ッ
ガ

ー
は
請

け
負

い
期

間

の
終

了
時

に
決

算

を
修
道

会

の
責

任

者

に
提

出

す

る

こ
と

に
な

っ
て

い
た
。

返
済

が

遅

れ
た
分

と

し

て
別

に

三

万

ド

ゥ
カ

ー

ド

の
延

滞
金

が

フ

ッ
ガ

ー

に
認

め

ら
れ

た

の

で
、

フ

ッ
ガ

ー

の
債

権

は

二

二
万

八
、

一
二
、
一ド

ゥ
カ

ー
ド

(約
八
、
五
五
〇

万

マ
ラ
ベ
デ
ィ
)
に
な

っ
た
。
領
地

の
収
穫

物

の
う
ち
住

民

の
必

要

を
超

え

る
分

の
穀

物

に

つ
い

て
は
、
請

け
負

い
人

は

こ
れ

を
海
路

ま

た

は
陸
路

で
自
由

に
輸

出

す

る

こ
と

が

で
き

た
。

輸
出

先

は
む

ろ
ん

キ

リ

ス
ト
教

国

に
限

ら

れ

て
い
た

が
、

余

剰
穀

物

の
販
売

が

認
あ

ら

れ
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て
い
た
点

が
商

人

に
と

っ
て

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

の
最

も
魅

力
的

な

点

で
あ

っ
た
。

(
1

)

一
五

一
九

年

の
皇

帝

選

挙

へ
の

フ

ッ
ガ

ー

の
関

わ

り

に

つ
い

て

は
、
幻
』

訂

①
昌
σ
興

σq
噌
b
禽

浴

無
ミ

、ミ

織
ミ

、
黛
窯

3
じロ
ユ
」

」

。。
㊤
ρ

ω
」

O
O
噛於

O
層

甥

く
。
5

勺
α
酬口
凶仲N

・冒

神
。
守
、
黛
懇

、
・
じd
血
」

・
お
お

・
ψ

凸

。。
鼻

類
・
内
Φ
=
窪

げ
雪

N
"
b
器

、
黛
窯

、
§

9

§

厭§

§

織
ぎ

、
ミ
題

さ

傍

N
象

9

じd
O

・
一曽
Q。
ふ

悼

暁
誉
諸

田
實

『
フ

ッ
ガ

ー
家

の
遺
産
』
七

〇

ペ
ー
ジ
以
下
を
参

照
。

(
2
)

「
銀
買

い
」

(
Q。
陣一σ
2
冨

母
)
と

「
銅
買

い
」

(凶
唇

h霞
惹

ξ
)

に

つ
い

て
は
、

諸

田
、
前
掲
書
、

五
四
、
五
五

ぺ
!
ジ
を
参
照
。

(
3
)

J

.
H

.
エ
リ
オ

ッ
ト
、
藤
田

一
成
訳

『
ス
ペ
イ

ン
帝
国

の
興
亡
』

(
岩
波
書
店

、

一
九
八
一
.年
)
、
江
村
洋

『
カ

ー

ル
五
世
』

(
東
京
書

籍
、

一

九
九

二
年
)

第

二
、
三
章
。

(
4
)

カ

ト
リ

ッ
ク
世
界

の
守
護
者

を

も

っ
て
任

じ

て

い
た

カ

ル

ロ
ス
と
、
敬

慶

な
力

ト
リ

ッ
ク
教

徒

で
あ

っ
た

ヤ

ー

コ
プ

の
両
者

が
直

面
し

て
い
た

問
題

の

一
つ
は
、
宗
教
改
革

の
勃
発

で
あ

っ
た
。
ル
タ
ー
は

一
五

一
七

年
秋

に

ウ
ィ

ッ
テ

ン
ベ
ル
ク
で

『
免
罪

符

の
効

力

に
か

ん
す

る
九

五
箇
条

の
提

題
』
を

公
表
し
、
翌

一
八
年

秋

に

ア
ウ

ク

ス
ブ

ル
ク
の

フ

ッ
ガ

ー
邸

で
教
皇

の
使
節

と
会
見
、

一
九
年
六
月

に
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
で

エ
ッ
ク
教

授
と
公
開

討
論
を
行

な

っ
た
。
二
〇
年

に
は
三
大
宗
教

改
革
論
文

を
書
き
、
教

皇

か
ら

の
破
門
状

を
焼
き
す

て
て
い
る
。

一
五

二

一
年

に
ヴ

ォ
ル
ム

ス
で
開
か
れ

た
帝
国
議
会

に
召
喚

さ
れ
た

ル
タ

ー
は
、
フ
ス
の
よ
う

に
焚
殺

さ
れ

る
恐
れ

が
あ
る
か

ら
出

席
を
見
合

わ
せ

る
よ
う

に
忠
告
し

た
友
人

に

「
た
と
え
屋

根

の
瓦

の
数

ほ
ど
悪
魔

が
居

る
と

も
ヴ

ォ
ル
ム
ス
に
は
行

か
ね
ば
な

ら
ぬ
。

フ
ス
は
焼
か

れ

て
も
真

理

は
か
れ

と
と

も

に
焼

か
れ
な

い
」

と
答
え

た
・

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
ル
タ

ー
は
ヴ

ォ
ル
ム

ス
の
議

会

で
自
説

の
撤

回
を
断

っ
た

た
め

に
法

の
保

護
外

に
お
か

れ
、
ヴ

ォ
ル
ム

ス
か

ら

の
帰

り
道

に
ザ

ク
セ

ン
侯

に
保
護

さ
れ
、
ヴ

ァ
ル
ト
ブ

ル
ク
城

で
聖
書

の
ド
イ

ッ
語
訳
を
行
な

っ
た
。
諸

田
實

『
ド
イ

ツ
初
期
資
本

主
義
研
究
』

(
有
斐
閣

・

一
九
六

七

年
)

一..九
、

四
〇

ペ
ー
ジ
。

(
5
)

o

劉

く
。
ロ
鍵

ロ
諄
N
も

ミ

薫

こ

§

哺
ω
・
碁

ち
な

み

に
、

こ
の
時

ヴ

ォ
ル
ム

ス

へ
行

っ
て
カ

ル

・
ス
と
A
試
う
か
否

か
・

ヤ

ー

コ
プ

は
考

え

あ

ぐ
ね
た
す
え
、
結
局
、
自

分

は
行

か
ず
甥

(
長
兄

の
息
子
)

の
ウ

ル
リ

ッ
ヒ
を
信
頼

す

る
代

理
人

(
W

・
ハ
ラ
ー
と
L

・
モ
イ

テ
ィ
ン
ク
)
と

い

っ

し

ょ
に
ヴ

ォ
ル
ム

ス

へ
行

か
せ
た
。
な

お
、
カ

ル

ロ
ス
は
翌

二
、
↓年

に

ロ
ン
ド

ン
に
立

ち
寄

っ
て

イ
ギ

リ

ス
国

王

ヘ
ン
リ
!
八
世
と
会

っ
た

の
ち

ス
ペ

イ

ン
へ
帰
国

し
た

が
、

フ

ッ
ガ

ー
は
そ

の
帰
国

の
旅
費

を
用
立

て
て
い
る
。

(
6

)

=
・
国
亀

Φ
筈

露

N
蚕

g

9

噸
ψ

の
①
.菊

.
鐸

§

σ
Φ
「
α・
'
塑

鋤
.
ρ

ω
』

。
.

(
7
)

即
』

げ
H
①
コ
σ
①
『
閃
・9

鼻

9
・
ω
」

一
累

諸

田
、
前
掲
書

、
三

一
ペ
ー
ジ
。
前

年

の

一
五
二

二
年

に
は
帝
国
議
会

が

フ

ッ
ガ

ー
な
ど
大
会
社

の
独
占
を

非
難

し
、
「
資
本

金

は
量

ロ同
五
万
グ

ル
デ

ン
、
支

店

は
三
か
所

ま

で
」

に
制
限
す

る

こ
と
を
決

議
し

て
い
る
。

こ
の
時

、

ア
ウ
ク

ス
ブ

ル
ク
市

な
ど

の

商
人
は
ス
ペ
イ

ン
の
力
告

ス

(皇
帝

力
ん

五
世
)

の
も
と

へ
赴

い
て
こ
の
決
議

の
不
当
を
陳
情
し
、

カ
ル

夏

は
こ
の
決
議
の
承
認
を
拒
否
し
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た
。
翌

二

一二
年
九

月

に
は

フ

ッ
ガ

ー
な
ど
大
商
人

に
対

す

る
裁
判
を
中
止

さ
せ

る

「
激

し

い
書
翰
」
を

送

っ
て
い
る
。
諸

田
、
前
掲

書
、
二
九
、
一..○

ペ
ー
ジ
。

(
8
)

ラ
イ
イ

ン
グ

(O
Φ
o
話

o
O
」
曾
αq
沁
9
三
コ
αq
)
は
南

ド
イ

ッ
の
商

工
業
都

市

ウ

ル
ム
の
上
流
市

民

の
家

に
生

ま
れ
た
。
母

は

ア

ン
ト
ー

ン

.
フ

ッ

ガ

ー
の
母

の
妹

で
・
ラ
イ
イ

ン
グ

と

ア

ン
ト
ー

ン
は

い
ど

ひ
の
間
柄

で
あ

っ
た
。

一
五

二
二
年

三
月
か

ら

ス

ペ
イ

ン
で
の

フ

ッ
ガ

ー
の
営
業

の
会
計
責

任
者

に
な

っ
た
が
、
そ
れ
以
前

か

ら
デ

・
ア

ロ
と
交

友
が
あ

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

デ

・
ア

ロ

(
(
)『
一ω
酋ひ
σ
の
一
(μ
Φ
=
鋤
円
O
)
は
ブ

ル
ゴ

ス
出
身

の
商

人

で
、

一
五
〇

五
年

か
ら

リ

ス
ボ

ン
で
商
業

と
金

融
業
を
営

な

み
、
フ

ッ
ガ

ー
な
ど
南

ド
イ

ッ
の
商

人
と
接
触

し

て
い
た
。
ポ

ル
ト
ガ

ル
人

の
水
先

案
内
人

マ

ゼ

ラ

ン
を

ス
ペ
イ

ン
へ
引

き
抜

い
て

マ
ゼ

ラ

ン
の
世
界
周

航

を
実
現

さ
せ

た
演

出
者

で
も
あ

る
。
香
辛
料

の
獲
得

で
ポ

ル
ト
ガ

ル
に
遅

れ
を
と

っ
た

ス
ペ
イ

ン
の
王
室

は
、
西

回

り

の
モ

ル

ッ
カ
大

航
海
を
計

画

し
、

マ
ゼ

ラ

ン

(
一
五

一
九

年
出
航
)
、

二
ー

ニ
ョ
と

デ

.
ア
ヴ

ィ
ラ

(
一
五

一
、○
年
出

航

)
・

デ

.
ロ
ア
イ

サ

(
一
五
・
.五
年

出
航
)
、

カ
ボ

ッ
ト

(
一
五
、
一五
年
出
航

)
、

デ

・
ガ

ル
シ

ア

(
一
五

二
七
年
出
航

)

の
船
団

を
派
遣

し
た
。

こ

れ
ら

の
船
団

の
派
遣

に
は

ス
ペ
イ

ン
人

の
資
金

だ

け

で
は
不
足

し

て
い
た

の
で
、

一
五

二
二
年

一
二
月

一
〇

口

に
勅
令

を
発

し

て
大
航
海

へ
の
外
国

人

の
参

加
禁
止

を
解
除

し
た
。
こ

の
勅

令
は

フ

ッ
ガ

ー
家

の
資

金

の
利

用
を
念

頭

に
お

い
て
出

さ
れ
た
と

い
わ
れ

て
い
る
。
国
閑
Φ
=
Φ
口
σ
Φ
訂
N
噂
鉾
働
匿
ρ
"

ω
」

①
。。
」

①
曽

諸
田

「
ス
ペ
イ

ン
の
大
航
海

の
資

金
調
達

」

一
一
七

ペ
ー
ジ
以
ド
。

(
9
)

こ
の
契
約

は
、
雰
函
Φ
=
Φ
コ
げ
Φ
コ
N
層
b
萄
笥
ミ
器

鳴
、。。零

亀

§

鳴
無
ミ
N
σ覇
魯

§
ミ

(嵩
鳴
軌
ー
」
軌
蕊

)

の
付
録

一
に
収
録

さ
れ

て
い
る
。

そ
の
内
容

の
説
明

は

、

詠

.
9
.

O

`

ω
畳
①
1
㊤
"
O
①
『
。。
..
b

帆
鳴

、

黛
窯

こ

謡

留

9
ミ

§

噸
切

自
」

噂
ω
`
鍾

㌣

卜。
戯
Q。
・

(
10
)

グ

チ

エ
レ
ス
は
彼

の
請

け
負

い
期

間

の
終
～
後

カ

ラ

ト
ラ
バ
修
道
会

の
会
計
責

任
者

に
な

っ
て
い
た
。

2

そ

の
後

の

請

け

負

い

フ

ッ
ガ

ー

に

よ

る

最

初

の
請

け

負

い

は

一
五

二
七

年

末

に

終

了

し

た

。

そ

の
あ

と

は
多

く

の
請

け

負

い
希

望

者

が

名

乗

り

で

た
。

カ

ル

ロ

ス

の
秘

書

J

・
デ

・
フ

ォ

ス

メ

デ

ィ

ア

ー

ノ

(言

き

O
Φ
<
o
N
ヨ
①
9
き

o
)
と

ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人

が

こ

れ

ま

で

よ

り

高

値

を

つ
け

、

カ

ル

ロ

ス

の
弟

フ

ェ
ル

デ

ィ
ナ

ン
ド

も

ス

ペ

イ

ン

の
代

理

人

M

・
デ

.
サ

リ

ナ

ス

(ζ
塑
「
瓢
コ
ロ
.
も。
ロ
一一コ
餌
、
)
を

使

っ
て
請

け

負

い

に
動

い
た

。

皇

ル
一ア
.
ナ
弧

の
背

後

に

は

ア

ウ

ク

ス
ブ

ル

ク

の
豪

商

へ
ー

ヒ

シ

ュ
テ

ッ
タ

ー

が

つ
い

て

い

て
、

請

け

負

い
地

域

内

の

ア

ル
了

デ

ン
水
銀
鉱
山
を
手

に
入
れ

て
水
銀

の
独
占
を
狙

っ
て
窺

。
結
局
、

フ
ォ
ス
メ
デ
ィ
T

ノ
が
管
理
責
任
者

と
な

.
て
、

エ
ヒ
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、

(
2

)

ン
ガ

ー
と

イ

タ
リ

ア
人
グ

ル
ー
プ

が
共

同

で
落

札

し

た
。

請

け
負

い
額

は
年

一
四
万

四
、

○

○

○

ド

ゥ
カ

ー
ド

(約
五
、
四
〇
〇
万

マ
ラ
ベ

デ
ィ
)
で
、

フ

ッ
ガ

ー

の
場

合

よ

り
九

、
○
○

○

ド

ゥ
カ

ー
ド

(豹

壬
二
七
万
五
、
○
○
○

マ
ラ
ベ
デ
ィ
)
高

か

っ
た
。
期

聞

は

一
五
三

二
年
末

ま

で
五
年

問

で
あ

る
。

一
五

三

三
年

か

ら

三

七
年

ま

で

の
五

年

間

は

ア
ウ

ク

ス
ブ

ル
ク

の
ヴ

ェ
ル
ザ

ー
が
請

け
負

い
額

年

一
五

万

二
、

○

○

○

ド

ゥ
カ

!

ド

(約
五
、
七
〇
・
万

マ
ラ
ベ
デ

ィ
)
で
請

け
負

っ
た
。

こ

の
時

の
契
約

に
よ
奮

・
ヴ

ェ
ル
ザ

ー

は
請

け
負

い
額

(葦

分
)
の
お
よ

そ

三
割

に

当

る
三
〇

万
七

、
○
○

○

グ

ル
デ

ン

(豹

.一

.万
ド
ゥ
カ
ー
ド
)
を

ド
イ

ッ
で

ス
ペ
イ

ン
王

室

に
対

す

る
債
権

者

に
支
払

い
、
残
額

を

ス

ペ
イ

ン
で
渡

す

こ
と

に
な

っ
て

い
た
。

一
五

三
八

年

か

ら

四
、
一年

ま

で

の
五
年

間

は
再

び

フ

ッ
ガ

ー
が

請

け
負

い
人

に
な

っ
た
。

そ

の
経

緯

は
次

の
と
お

り

で
あ

る
。
当

時

、

力

告

ス
は
地
中
海

の
安
全

を
脅

か
す
北

ア
フ
リ
カ

の
イ

ス
ラ
ム
勢
力

の
討
伐
を
企
図
し

て
・
そ

の
準
備
を
進
め

て
匙

・

そ
し

て
こ

五

三
五

年

二
月

マ
ド
リ

ッ
ド

で

フ

ッ
ガ

ー

の
代

理
人

K

・
ヴ

ァ
イ

ラ
ー
と
六

〇

万

ド

ゥ
カ

ー

ド

(約

、億

、、
五
〇
〇
万

マ
ラ
ベ
デ
ィ
)
と

い

う
巨

額

の

ア

シ

エ
ン
ト
を
結

ん
だ
。

こ
れ

は
、
経

常
支

出

を

別

に
す

れ
ば

、

フ
ラ

ン
ス
国
境

の

ル

シ

ロ
ン
と
北

ア

フ
リ
カ

の
要
塞
構

築

の

費

用

に
当

て
る
た
め

で
、

ヴ

ァ
イ

ラ
ー
は
翌
年

五
月

ま

で
の
数

回

の
大

市

で

こ

の
金
額

を

カ

ル

ロ
ス
に
支

払

い
、

そ

の
返

済

に
修
道

会
領

地

か

ら

の
地

代
収

入

を
当

て
る

と

い
う
も

の

で
あ

っ
た
。

翌

三
六
年

九

月

に
正

式

に
五

年
間

の
請

け
負

い
契

約

が
結

ば

れ
た
。
条

件

は
前

回

の
ヴ

ェ
ル
ザ

ー

の
場

合

と

同
様

で
、
利

子

は

一
四
%

で
あ

る
。

こ
れ

は

フ

ッ
ガ

ー
に
と

っ
て
最

大

の
取

引

で
あ

っ
た
。

ヴ

ェ
ル
ザ

ー
と

ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人

が

フ

ッ
ガ

ー
よ
り
高

値

を

つ
け
た

が
、

王
室

の
財
政

が
逼

迫

し

て
緊
急

に
貨
幣

を

必
要

と

し

て
い
た

た
め

に
、
留

守

を
預

か

る
王
妃

が

フ

ッ
ガ

ー
と

の
契
約

締

結

を
命

じ

た
と

い
う

こ
と

で
み

龍
。

フ

ッ
ガ

ー

の
請

け
負

い
期

間

が
終

り

に
近

づ

く
と
、
財

務

会
議

(f
室
)
は
次

の
請

け
負

い

の
条
件

を

こ
れ
ま

で
よ
り
王

室

に
有

利

に
な

る
よ

う

に
変
更

し

よ
う
と

し

た
。

鉱
山

経

営

や
余
剰

穀

物

の
販

売

に
よ

っ
て
請

け
負

い
人

が
獲

得

し

て
い
た
利
益

を

吸

い
上
げ

よ
う
、

と
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い
う

の
で
あ

る
。

こ
の
時

も
請

け
負

い

の
希

望
者

は
多

か

っ
た
。

フ

ッ
ガ

ー
は

こ
れ

ま

で
と
同

じ
条

件

で
継
続

す

る

こ
と
を
望

ん

で

い
た

が
、

そ

の
他
、

ブ

ル
ゴ

ス
の
商

人

J

・
デ

・
サ

ラ

マ
ン
カ

Q
Φδ
巴
∋
。
α
Φ
。。
巴
鋤
日
き

8
)
が
早
く

か

ら
名

乗

り
を

あ
げ

、

ヴ

ェ
ル
ザ

ー
、

ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
人

の
P

・
デ

・
ネ
グ

ロ

(評

三
巴
8

0
Φ
Z
Φαq
『。
)
、

ヴ

ァ
リ

ャ
ド
リ

ッ
ド

の
商
人

P

.
ゴ

ン
サ

レ

ス

.
デ

.
レ
オ

ン

(勺
Φ鳥
『。

O
。
寓
い
一①
N
α
①
ピ
8
ロ
)
な

ど
も

請

け
負

い
を

狙

っ
て

い
た
。

入

札
期

限

の

一
〇
月

三

日
ま

で
に
最

高
値

を

つ
け

た

の
は
ゴ

ン
サ

レ

ス
で
、

六

、

四
七

五
万

マ
ラ

ベ
デ

ィ

(約

一
七
万

ド
ゥ
カ
ー
ド
)

で

あ

っ
た
。

し
か

し
、

王

室

は
彼

の
資
金

力

と
信

用
を

心
配

し

て
、

期
限

を

一
。
一日
間

延

長

し

た
。

王

室

と
し

て
は
、
資

金
力

の
あ

る
南

ト

イ

ッ
商
人

に

こ
れ

ま

で
以
上

の
条
件

で
請

け

負

わ

せ
た

か

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

フ

ッ
ガ

ー
の
側

で
は

一
〇
月

七

日
に

ク
リ

ス
ト

フ

(
ア
ン

ト
ー
ン
の
甥
)
が

こ
れ

ま

で
ど

う

り

の
条
件

で
ー

但
し
前
納
金
.
一〇
万
ド

ゥ
カ
ー
ド
を
無
利
子
で
支
払
う

ー

請

け
負

う

と

い
う
手

紙

を
修

道

会

の
会
計
責

任

者

に
送

っ
た
。

修

道
会

の
要

請

を

う
け

て
、

財
務

会

議

は
再
度

フ

ッ
ガ

ー
と

ゴ

ン
サ

レ
ス
の
両
者

に

つ
い
て
条

件

を
秤

量

し

た
上

で
、

ゴ

ン
サ

レ
ス
と
交

渉

に
入

っ
た
。

ゴ

ン
サ

レ
ス
は

フ

ッ
ガ

ー
よ

り
三
万

一
、

○

○
○

ド

ゥ
カ

ー
ド
高

い
値

で
請

け
負

い
、

第

一
回

目

の
前

納
金

五

万

ド

ゥ
カ

ー
ド
を
即

座

に
支

払

う

こ
と
を
約

束

し

た
。

そ

の
結

果
、

一
五

四

三
年

か
ら

四
六
年

ま

で

の
四
年

間

は
、

(
6

)

フ

ッ
ガ

ー

に
代

っ
て
ゴ

ン
サ

レ

ス
が
請

け
負

う

こ
と

に
な

っ
た
。

ゴ

ン
サ

レ
ス
の
請

け
負

い

に

つ
い
て
二
点

だ

け
補

足

し

て
お

く

と
、
第

一
に
、

ゴ

ン
サ

レ
ス
が
請

け
負

っ
た

三
修

道

会
領

の
う

ち
、
彼

自

身

が
管

理

し

た

の
は

サ

ン
チ

ャ
ゴ
修

道
会

の
領
地

だ

け

で
、

ア

ル
カ

ン
タ

ラ
修

道

会

の
領

地

は
A

.
デ

ル

・
リ
オ

(〉
ロ
一〇
⇔
α
①
一
男
一〇
)、

カ

ラ
ト

ラ
バ
修

道

会

の
領

地

は
M

・
デ

・
マ
ド
リ

ッ
ド

(ζ
鋤
『OO
の
α
①
7
臼餌
匹
『一α
)
が
管

理
す

る
と

い
う
形

で
、
実

際

に
は

ス
ペ
イ

ン
人

の
商

人

が

三
人

で
請

け
負

っ
て

い
た
。

第

二

に
、

ケ

レ

ン
ベ

ン

ツ
の
推
定

に
よ

る
と

、

デ

ル

・
リ

オ

の
背
後

に

は

メ

ス
タ

の
利

害

が
、

デ

.
マ

ド
リ

ッ
ド

の
背

後

に
は

マ
ド
リ

ッ
ド

の
有

力

者

が
あ

り
、

さ
ら

に
、
ゴ

ン
サ

レ

ス
自

身

の
財

務
会

議

の
有

力
者

と

の

つ
な
が

り

が
も

の
を

(
7

)

い

っ
た

の

で

は

な

い

か

、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
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}
五

四
七
年

か

ら

五
〇

年

ま

で

の
四
年

間

は
、

競

争
相

手

を
抑

え

て
ま
た

フ

ッ
ガ

ー
が
請

け
負

っ
た
。

フ

ッ
ガ

ー

の
代

理
人

が

つ
け

た

値

は
六

、

]
○

○
万

マ
ラ

ベ
デ

ィ

(約

一
六
万
」、、、
○
○
○
ド
ゥ
カ
ー
ド
)
、
前
納

金

一
六

万

一
、
○
○

○

ド

ゥ
カ
ー

ド
、
利

子
六

%

で
、

こ
れ

は
次

の
点

を
考

慮

す

る
と

、

ゴ

ン
サ

レ

ス
の
場
合

よ
り
王

室

に
有

利

で
あ

っ
た
。

す

な
わ

ち
、

王
室

は
放

牧
地

を
切

り
離

し

て
別
個

に
請

け
負

わ

せ

て
収

入

の
増

加

を
目

論

ん

で
い
た

の

で
、
フ

ッ
ガ

…

は
放
牧

地

に

つ
い
て

一
、
三
、
一
一
万

マ
ラ

ベ

デ

ィ

(約

・.万
五
、
○
○
○
ド
ゥ

(
8

)

カ

ー
ド
)
、

前

納

金

七

万

ド

ゥ

カ

ー

ド

、

利

子

八

%

で
請

け
負

っ
た

の

で
あ

る
。

表2マ エス トラスゴの請け負い人と請 け負い額

万D)

万D)

万D)

万D)

万D)

万D)

万D)

万D)

人 請 け負い額

5,000万M(13.5

ル ー プ
5,400万M(14。4

5,700万M(15、2

5,700万M(15.2

6,475万M(].7.3

6,100万M(】6.3

6,512万M(】7.4

ほか 6,631万Mq7.7
一 一 用 胴

(1525-1558年 間)

目間 請 け負い

フ ッガ ー

エ ヒ ンガ ー と

イ タ リア 人 グ

ヴ ェル ザ ー

ゴ ンサ レス

フ ッ ガ ー

ゴ ンサ レス

デ ・ク リエ ル

フ

ッ
ガ

ー

に
よ

る

マ

エ

ス

ト

ラ

ス
ゴ

請

け

負

い

は

ア

ン
ト

ー

ン

の
時

代

に

は

こ
れ

が

最

後

だ

っ
た

。

フ

ッ
ガ

ー
家

の
内

部

で
は

、

請

け
負

い

の
継

続

を

望

む

者

も

い

た

が

、

当

主

の

ア

ン

ト

ー

ン

は

そ

の
中

止

を

考

え

て

い

た

。

フ

ッ
ガ

ー

の
請

け

負

い

の

終

了

後

、

一
五

五

一
年

か

ら

五

四

年

ま

で

の

四

年

間

は

再

度

ゴ

ン
サ

レ

ス

・
デ

・
レ
オ

ン
が

六

、

五

一
二

万

八

、

七

五

〇

マ

ラ

ベ

デ

ィ

(約

一
七
万

三
、
七
〇
〇

ド

ゥ
カ

ー
ド
)

で
請

け

負

い

、

次

の

一
五

五

五

年

か

ら

五

八

年

ま

で

の

四

年

間

は

、

ア

ル

マ
ー

デ

ン

の
鉱

山

と

放

牧

地

を

除

い

て
、

ス

ペ
イ

ン
人

の
商

人

が

六

人

で
六

、

六

三

一
万

二

、

五

〇

〇

マ
ラ

ベ

デ

ィ

(約

一
七
万
六

、
八
〇
〇

ド

ゥ
カ
ー
ド
)

で
請

け
負

っ
た

。

(
1
)

諸

田

『
フ

ッ
ガ

ー
家

の
遺
産
』

九

〇

ペ
ー
ジ
、

同

「
ス
ペ
イ

ン
王
室

の
銀
行

家
」

五
七

ペ
ー
ジ

を
参
照
。

(
2
)

こ
の
契
約

は
ケ

レ

ン
ベ

ン

ツ
の
前
掲
書

の
付
録

∴

に
収
録

さ
れ

て
い
る
。

エ
ヒ
ン
ガ

ー

は
ヴ

ェ
ル
ザ

ー
の
代

理
人
、

イ
タ
リ

ア
人
グ

ル
ー
プ

は

ベ
ル
ガ

モ
出
身

の

マ
フ

ェ
オ

・
デ

・

タ

ク

シ
ス
、

ジ

ェ
ノ
ヴ

ァ
出
身

の

プ
ア
ン

・
バ
ウ
チ

ス
タ

・
デ

・
グ

リ

マ
ル
デ
ィ
、

同
じ
く

エ
ス
テ

バ

ン

・
リ
キ
オ
、

ミ
ラ

ノ
出
身

の
カ

ス
パ
ル

・
ロ
ト

ゥ

ロ
で
あ

っ
た
。
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(
3
)

こ

の
契
約

は
ケ

レ

ン
ベ

ン
ツ
の
前
掲
書

の
付
録

..一
に
収
録

さ
れ

て
い
る
。

(
4
)

カ

ル

ロ
ス
は

一
五
、二
∴
年

の
冬
を
カ

ス
テ
ィ
ー
リ

ャ

(
ト

レ
ド
)

で
送

り
、
一.四

年
夏

に

セ
ゴ

ビ

ア
、
ア
ビ

ラ
、
サ

ラ

マ
ン
カ
を
経

て
ヴ

ァ
リ

ャ

ド
リ

ッ
ド
、
バ

レ
ン
シ
ア

へ
到
着
、
秋
か

ら
冬
を

マ
ド
リ

ッ
ド

で
過
ご
し

た
。
...五
年
春

バ

ル
セ

ロ
ナ

に
着
き
、
こ
こ
で

ア
フ
リ

カ
遠
征

の
準
備
を
進

め

た
。
五
月
末

に
バ

ル
セ

ロ
ナ
を
発

っ
て
ア

フ
リ
カ

へ
向

か

い
、
ヒ
月

に
ラ

・
ゴ

レ

ッ
タ
要

塞
と

チ

ュ
ニ
ス
の
町
を
占

領
し

た
。

こ
の
時
、
チ

ュ
ニ
ス

で
は
皇
帝
軍

の
傭
兵

が
、、.日
..、晩

に
わ
た

っ
て
乱
暴
狼
籍

の
限

り
を

つ
く
し

た
と

い
わ
れ

て
い
る
。
江
村

、
前
掲
書
、
第

.一部

、
第
ご
.章

を
参
照
。
な

お
、

エ
ー

レ

ン
ベ

ル
ク

に
よ
れ
ば

、

一
互

..六
年

は

ス
ペ
イ

ン
王
室

の
財

政
悪
化

の
過
程

の
第

一
の
画
期

で
あ

っ
た
。

(
5
)

こ

の
契
約

は
ケ

レ

ン
ベ

ン
ツ
の
前
掲
書

の
付

録

四

に
収
録

さ
れ

て
い
る
。
こ
の
時
、
国

E

は
も

っ
と
高

い
請

け
負

い
額
を

つ
け

る
猶
予
期

間
を
短

縮

し
、

そ

の
代

わ
り

に

フ

ッ
ガ

ー
は

二
〇
万

ド

ゥ
カ
ー

ド
を

一
五

、、.六
年

中

に
.
.回

に
分

け

て
前
払

い
し
た
。

(
6
)

こ

の
請

け
負

い
人

の
交

代

に
よ

っ
て
、
フ

ッ
ガ

ー
は
遠
く
離

れ
た
異
国

で
の
地
代
徴
収

の
苦
労
か

ら
免
れ

た
が
、
他
方

で
ス
ペ
イ

ン
に
お
け
る
債

権

の
回
収

は
困
難

に
な

っ
た
。
王

室

に
と

っ
て
も

フ

ッ
ガ

ー
が
請

け
負

い
人

で
な
く
な

っ
た

こ
と

は
不
都

合
を
生

じ
た
よ
う

で
あ

る
。
H

・
ア
ン
ジ

ェ

ロ
は

ア
ウ

ク
ス
ブ

ル
ク
か
ら

カ

ル

ロ
ス
の
秘
書

に
手
紙
を
送

っ
て
、
皇
帝

が

ド
イ

ッ
に
お
け

る
負

債
を
返
済

し
、
弾
丸
と
火
薬

を
購
入

す
る

こ
と

が
、

ど

ん
な

に
困
難

に
な

っ
た

こ
と

か
、
と
記
し

て
い
る
。
=
・
囚
Φ
濠

コ
σ
Φ
訂
N
喝
鼻

鼻

O
.'
Qり
』

密
.

(
7
)

こ

の
時
期

、

す

な
わ
ち

.
六
世

紀
半
ば

は
、

ス
ペ
イ

ン

(
カ

ス
テ

ィ
ー
リ

ャ
)

の
経

済

の
中
心

が
ブ

ル
ゴ

ス
を
中

心
と
す

る
北
部

か
ら
、

マ
ド

リ

ッ
ド
と

セ
ビ
ー
リ

ャ
を
中

心
と

す
る
中

・
南
部

に
移
行

す
る
時
期

だ
と

い
わ

れ

て
い
る
。
飯

田
敏
彦

「
一
六
、

一
七
世
紀

カ

ス
テ
ィ
ー
リ

ャ
の
羊

毛

貿
易

」

(
『
社
会

経
済
史
学
」

五
八

五
)

(
8
)

一
五

四
六

年
六
月

に

ス
ペ
イ

ン
E
室
が
計
算

し

て
確

認
し
た
と

こ
ろ

で
は
、
フ

ッ
ガ

ー

に
対

す

る
E

室

の
債
務

は
元
本

、.一二
万

四
、
○
○
○

マ
ラ

ベ
デ

ィ
、
利
子

一
九

万
九
、
〇

一
一
マ
ラ
ベ
デ

ィ
、
合
計

五
二
万
、二
、
〇

一
一
マ
ラ
ベ
デ

ィ

(
約

]
、
四
〇
〇

ド

ゥ
カ

ー
ド
)

で
、

こ
れ
は

四
七
-

五

〇
年

の

マ
エ
ス
ト
ラ

ス
ゴ

で
清
算

さ
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
。

3

請

け
負

い
に
関
連

す

る
諸

問

題

6

、
領

地
管

理
。

フ

ッ
ガ

ー
家

に
よ
る

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

は
、

一
面

で
は
、
貸

付
金

の
回
収

-

返
済

が
土

地

所
有

と

い
う
確

実

な
財

産

に
よ

っ
て
保

証

さ
れ

て
い
る
と

い
う
利

点
を

も

っ
て

い
た

が
、

他
面

で
は
、

フ

ッ
ガ

ー
と

い
う
南

ド
イ

ッ
の

一
企
業

が
⊥
地

制

度

も
租

税
制
度

も
異

な

り
、

政
治

の
手

法

も
生

活

慣
習

も
異

な

る
異

文
化

の
国

ス
ペ
イ

ン
で
領
地

管

理
を

引
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き
受

け

る

こ
と

に
は
、

さ
ま

ざ

ま
な

困
難

が

あ

っ
た
。

そ

の
た
め
領

地

管

理

に
は
、
結

局

、

多

く

の

ス
ペ
イ

ン
人

の
協

力
者

を

必
要

と

し

(混
・フ

ッ
ガ

ー
家

の

ス
ペ
イ

ン
に
お

け

る
営

業
全

般

を
統

括

す

る
総

代

理
人

は
、

フ

ッ
ガ

ー
家

の
当

主

(
一
五
二
五
年
ま

で
は
ヤ
ー
コ
プ
、
以
後

一
五
六
〇
年
ま

で
は
ア
ン
ト
ー
ン
)
か

ら
全

権

を
委

任

さ
れ

て

ス
ペ
イ

ン
国

王

の
宮
廷

に
常
駐

し

、
国

王

の
移

動

に
随
伴

し

て

い
た
が
、

マ

エ

ス
ト

ラ

ス
ゴ
請

け

負

い
が

始

ま

る

と
、

ス

ペ
イ

ン
各

地

に
分

散

し

た
領

地

の
管

理

と

い

う
問

題

が

起

こ

っ
た
。

領

地

管

理

の
責

任

者

(踏
窪

℃
筑
舞

ざ
憎)

は

カ

ラ
ト

ラ

バ
修

道

会
領

内

の
中

心

地

で
あ

る

ア

ル

マ
グ

ロ
に
家

を
借

り

て
駐

在

し

て
い
た
。

こ
こ

に
は
帳

簿

係

や
出

納

係

・
補

助

者

が

痘

・
あ

る
証

言

に
よ
る

と
・
第

面

の
請

け
負

い

(
五

二
五
1
・
・七
年
)
の
時

に
は
ー

ラ
イ

イ

ン
グ

と
w

・
ひ

了

が

責

任

者

で
、

彼

ら

は

ア

ル

マ
ー

デ

ン

の

㎝

・
ミ

ュ
ー

リ

ッ
ヒ

に
地

代

の
徴

収

を

委

任

し

て

い

た

。

一
五

二
七

年

の
決

算

か

ら

は
、

そ

の

他

多

く

の

ス

ペ

イ

ン
人

と

イ

タ

リ

ア
人

が

地

区

ご

と

に
地

代

徴

収

を

委

任

さ

れ

て

い

た

こ
と

が

判

る
。

た

と

え

ば

、

サ

ン

チ

ャ
ゴ

修

道

会

領

の

カ

ン
ポ

・
デ

・
モ

ン

チ

エ

ル
地

区

に

つ
い

て

は

L

・
テ

ン

ペ

ラ

ニ

(
メ
デ

ィ
ナ

・
デ

ル

・
カ

ン
ポ

に
住

む

フ
ィ

レ
ン
ツ

ェ
人
)
が

、
彼

の
死

後

に

は

P

・
デ

・
ア

ル

ボ

ラ

ン
カ

、

G

・
デ

・
オ

ヴ

ィ

エ
ド

、

H

・
パ

レ

ス

テ

ロ
ス

が

地

代

の
徴

収

を
委

任

さ

れ

て

い

た

。

第

二

回

の

請

け

負

い

(
一
瓦

.八

-

四
・
、年
)
の
時

に

は

フ

ッ
ガ

ー

の
代

理

人

と

し

て
契

約

を

結

ん

だ

の

は

K

・
ヴ

ァ
イ

ラ

ー

で
あ

る

が

、

当

主

の

ア

ン

ト

ー

ン

は

マ

エ

ス

ト

ラ

ス
ゴ

の
仕

事

を

S

・
ク

ル

ツ

(
ω
Φ
げ
ゆ
ω
け一9ゆ
ロ
一く
口
同
N
)
、
」

.
デ

.
シ

ュ
ー

レ

ン

(冒

冨

目

く
o
コ
Q。
9

貯

Φ
罫

言

き

α
。
×
輯

窪

)
お

よ

び

J

・
エ

ス

テ

カ

ー

Q
o
お

国
。。
8
0
器

こ

o
贔

ω
§

げ
①
↓

に
委

任

し

て

い

る

。

そ

の

う

ち

ア

ル

マ
グ

ロ
駐

在

の
責

任

者

は

シ

ュ
ー

レ

ン

で
あ

っ
た

。

彼

は

ラ

イ

ン

ラ

ン

ド

の
出

身

で

ウ

ィ

ー

ン
で

フ

ッ
ガ

ー

の
代

理

人

を

つ
と

め

、

ポ

ル

ト

ガ

ル

で
働

い

た

こ

と

も

あ

る
。

ス

ペ

イ

ン

で
地

元

の
女

性

と

結

婚

し

た

。

シ

ュ
ー

レ

ン

の
下

で
帳

簿

を

預

か

っ

て

い

た

の

が

H

.
シ

ェ
ド

ラ

ー

(鵠
睾

。。
ω
魯

,

①
巳
Φ
「
)
で
、

一
五

.
一七

年

生

ま

れ

、

一
〇

代

で

フ

ッ
ガ

ー

に
雇

わ

れ

、
シ

ュ
ー

レ

ン

の
娘

エ

レ

ー

ナ

と

結

婚

し

て
五

五

年

か

ら

シ

ュ
ー

レ

ン

の
跡

を

継

い

で

ア

ル

マ
グ

。
の

フ

ッ
ガ

在

理
人

に
な

つ(混
・

ア

ル

マ
グ

・
在

駐

の
代

理
人

は

ド

イ

ッ
人

で
あ

っ
た

が
、
彼

ら

と
現

地

人
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と

の
仲

介

者

を

つ
と

め

た

の

は

M

.
ゴ

ン

サ

レ

ス

(フ
h
四
「
酢一コ

∩
ΨO
口
N
い
一Φ
N
)

で
、

彼

は

請

け

負

い

の
当

初

か

ら

フ

ッ
ガ

ー

の

た

め

に
尽

力

し

た

。

の
ち

に
知

識

と

経

験

を

買

わ

れ

て
宮

廷

で
働

く

こ

と

に

な

る

。

第

三

回

の
請

け

負

い

(
一
五

四
九

ー
五
〇
年

)
の
時

に

は

、

一
五

五

三

年

の

ヴ

ァ
ル

タ

ー

の
報

告

か

ら

明

ら

か

な

限

り

、
サ

ン
チ

ャ
ゴ

修

道

会

の
領

地

で

は

C

.
デ

・
ヴ

ィ

ラ

カ

ネ

ス
が

オ

カ

ー

ニ

ャ

で
、

A

・
ベ

ル

ト

ラ

ン

の
弟

が

ク

エ

ン
カ

で
働

き

、

カ

ラ

ト

ラ

バ
修

道

会

の
領

地

で

は

J

.
ヌ

ニ

ェ
ス

.
デ

.
カ

ス

ト

ロ
が

カ

ン
ポ

で
、

G

・
ヌ

ニ

ェ
ス
と

A

・
オ

ル

テ

ィ

ス
が

カ

ラ

ト

ラ

バ

・
デ

ル

●
ア

ン
ダ

ル

シ

ア

で

、

A

.
デ

・
ビ

リ

ャ

ーー

ノ

ヴ

ァ
が

ツ

ォ

リ

タ

で
働

き

、

ア

ル

カ

ン

タ

ラ
修

道

会

の
領

地

で

は

S

・
デ

・
メ

デ

ィ

ナ

と

・

の

ち

に

M

・

デ

.
モ

ン

ソ

ン
が

セ

レ

ナ

で
、

前

述

の
G

.
デ

・
オ

ビ

エ
ド

が

ア

ル
カ

ン

タ

ラ

で
、

P

・
デ

ィ

ア

ス
が

コ

ル

ド

バ

で

フ

ッ
ガ

ー

の

た

め

に

働

い

て

い

た

。

代

理

人

は
請

け

負

っ
た
領

地

の

う

ち

特

定

の
地

区

に

つ
い

て

は

修

道

会

の
担

当

者

に
地

代

の
徴

収

を

委

託

し

て

い
た

。

ま

た

、

マ

エ

ス

ト
一フ
ス
ゴ
請

け
負

い
に

つ
い
て
は
地
代

の
未
納
そ

の
他

の
ト
ラ
ブ

ル
が
か
な
り
頻
繁

に
起

三

て
い
た
よ

・輩

そ
の
場
合

の
訴
訟
が
大

変

な
問
題

で
あ

っ
た
。

口
、

ア
ル

マ
ー
デ

ン
水

銀

鉱
山

。
請

け
負

い

の
対
象

に
な

っ
た

カ

ラ

ト
ラ
バ
修
道

会

の
領

地

内

に
は
古

代

か

ら
知

ら
れ

て
い
る
有

名

な

ア

　
ら

　

ル

マ
ー

デ

ン
水

銀
鉱

山

が
あ

っ
た
。

鉱

山

の
経

営

は
下
請

け

に
出

さ
れ

て
い

た
。

鉱

石

の
採
掘

は

ド
イ

ッ
人

技
師

の
指

導

を

う
け

て
・

人

夫

頭

の
坑
夫

(望
Φ
一αq
.
門)

が
数
人

の
人
夫

を

使

っ
て
担
当

し

て

い
た
。

地

下
水

の
汲

み
上

げ

に
は
七
層
構

造

の
大

き

な
揚
水

機

も
使

用
さ

れ

、
奴
隷

や

ガ

レ
ー
船

送

り

の
囚
人

、

モ
リ

ス

コ
が
揚

水

機

の
動

力

と
し

て
使

役

さ

れ

て
い
た
。

採

掘

さ

れ

た
鉱

石

は
坑

道

の
近

く

の
作
業

場

へ
運
ば

れ
、

こ

こ
で
溶

鉱

の
た
め

の
準

備
作

業

が
行

な
わ

れ

た
。
す

な

わ
ち
、

細

か

く
砕

す

き

ま

か

れ
、
上

部

に
隙

間

の

で
き

る
凸

型

の
陶
製

の
壷

に
入

れ

て
密
封

さ
れ

た
。

一
つ
の
壺

に
約

二
七

ポ

ン
ド

の
鉱

石

が
入

り
、

こ
の
壺

を

一

回

に

一
八
個

、
溶
鉱

所

の
炉

に
入

れ

て

一
二
時

間

ほ
ど

か
け

て
溶

解

し

た
。

一
回

の
溶
鉱

に

一
二
〇

ア

ロ
バ

(
二
四
ツ

ェ
ン
ト
ナ

ー
)
の
燃
料
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木
材
が
必
要

で
、
溶
鉱

に
か
か

っ
た
費

用
の
約
半
分
が
燃
料

の
木
材

の
調
達
に
支
出

さ
れ

て
い
た
。
溶
鉱
所

で
は

一
、
一人
が
働

い
て
お
り
、

そ

の
う
ち
四
人
は
陶
製

の
壺

の
製
作

に
当

た

っ
て
い
た
。

ア
ル

マ
ー
デ

ン
は
イ
ド

ゥ
リ

ァ
水
銀
鉱
山

(
バ
ル
カ
ン
半
島
西
部
)
と
並

ぶ

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
最
大

の
水
銀
鉱
山

で
、

こ
の
請

け
負

い
人
は

ス

ペ
イ

ン
国
内

で
水
銀

の
生
産

と
販
売
を
独
占
し

て
い
た
。

ス
ペ
イ

ン
国
内

の
関
税
も
経
営

に
関
係
す
る

一
切

の
租
税
も
免
除
さ
れ
、
鉱
山

に
対

し
て
民
事

.
刑
事

の
裁
判
権
を
も

っ
て
治
安
を
維
持
し
、
鉱
山

で
働
く
た
め

に
連
れ
て
き
た
新
住
民
も

一
〇
年
間
租
税
を
免
除
さ
れ

た
。
周
辺

の
森

の
木
材

は
鉱
山

に
使
う
場
合

に
限

っ
て
伐
採

が
許

さ
れ
、
運
搬
用

の
家
畜

の
放
牧
も
自
由

に
認

め
ら

れ

て
い
た
。

政
府

に
責
任

の
あ

る
事

件

で
鉱
山

経

営

に
損

害

を
与

え

た
場

合

に
は
、

政
府

が
請

け
負

い
人

に
対

し

て
損

害

を

保
証

し

な

け
れ

ば

な
ら

ず
、

溶
鉱

所

の
囲

壁

、
特

別

な
製

造
施

設

の
新

築

、
す

べ
て

の
施

設

の
維

持

、

.
一五

万

マ
ラ
ベ

デ

ィ
の
新

堅
坑

の
費

用
な

ど

は
、

鉱
山

経

営

の
責
任

者

が
必
要

と
認

め
た
場

合

に
は

請

け
負

い
料

か

ら
控

除

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ
て

い
た
。

一
五

四

二
年

の
決
算

に
よ

る
と
、

一
ツ

ェ
ン
ト
ナ

ー
の
水

銀

と
辰
砂

の
生

産

に
か

か

っ
た
費

用

は
、

採
掘

と

溶
鉱

が

一
〇

ド

ゥ
カ

ー
ド
、
賃

借

料

が

四

ド

ゥ
カ

ー
ド
、
合

計

一
四

ド

ゥ
カ

ー
ド

で
、

こ
れ
を

.
一〇

ド

ゥ
カ

ー

し

ょ
う

こ
う

ド

で
販

売

し

た

の

で
、

一
ツ

ェ
ン
ト

ナ
ー

に

つ
い

て
六

ド

ゥ
カ

ー

ド

の
利

益

が
あ

が

っ
て
い
た
。
昇

禾

(塩
化

水
銀
)
の
場
合

に
は
同

じ
く
費

用

が

一
五

%

ド

ゥ
カ

ー
ド

で
、

こ
れ

を

四
五
%

ド

ゥ
カ

ー
ド

で
販
売

し

て

い
た
。

年

間

生
産

量

は
水

銀

と
辰

砂

を
合

わ
せ

て
六

〇
〇

ー

一
、

○

○

○

キ

ン
タ

ル
の
間

で
、

一
五

四

二
年

ま

で
は
増

(
6

)

加

の
傾
向

に
あ

っ
た
。
ス

ペ
イ

ン
国
内

の
消
費

量

は
、
一〇

〇
ー

三

〇
〇

キ

ン
タ

ル
で
、
国

外

で
は
ポ

ル

ト
ガ

ル
、

ネ

!

デ

ル
ラ

ン
ド
、

ヴ

ェ
ネ

ツ
ィ

ア

へ
送

ら
れ

て
い
た
。

一
五
四
七

ー

五
〇

年

間

の
生

産
量

は
表

3

の
と

お

り

で
あ

る
。

こ

の
四
年

間

に

フ

ッ
ガ

ー
は
三
七

六

一
キ

ン

表3水 銀 と辰砂 の生 産量(1547-50年)

辰砂

83ボ ン

ii

//

1〃

ド}

一 タルー

年 水銀

1547

1548

1549

1550

1359キ ン タ ノレ

1600〃

1724〃

622"

7

」

4
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タ

ル
ニ
七
%

ポ

ン
ド

の
水

銀

と
辰

砂

、

六
五

三

ツ

ェ
ン
ト

ナ
ー

の
昇

求

を
販

売

し

た
。

主

な
販

路

は

リ

ス
ボ

ン
、

ア

ン
ト
ウ

ェ
ル

ペ

ン
、

マ
ル
セ

イ

ユ
、

ヴ

ェ
ネ

ッ
ィ

ア

で
あ

っ
た
。

一
五

五

}
年
末

の
在

庫

は
水

銀

が

二

五

四
九

ツ

ェ
ン
ト

ナ

ー
、

辰
砂

が

六
九

一
ツ

ェ
ン
ト

ナ

ー
、

昇

禾

が

四

五

〇

ツ

ェ
ン

ト

ナ

ー

と

報

告

さ

れ

て

い

る

。

(
1
)

フ

ッ
ガ

ー
の
領
地
管
理
機
構

は
、

修
道
会

の
管
理
機
構
と
、

管
理
が
モ
室

へ
移
管
さ
れ
て
か
ら
こ
れ
を
引
き
継

い
だ
王
室

の
管
理
機
構
の
上

に

「
か

ぶ

せ

た

」
も

の

で
あ

っ
た
。

担

丙
。
一δ
訂
σ
Φ
コ
押
b
器

、
舘
駆

鳴
蕊
鳥
譜

さ

鳴
無
ミ

N
晦
魯

§

ミ

'
ω
」

O
①
鰯
ヘ
プ

ラ

ー

は

フ

ッ
ガ

ー

の
領

地

管

理

が

八

地

域

に

分

か

れ

、

そ

れ

ぞ

れ

の
地

域

の
責

任

者

は

ス

ペ

イ

ン
の
役

人

で
あ

っ
た

、

と

述

べ

て

い

る

。

内
.
=
似
三
。
き

b
暗

O
跨

鳥
ミ
魯

、鳴

§

「
、
黛
窯

碁

o
壽
§

さ

δ
織
ミ
謡
σq
§

の
篭
自
ミ
鳴
郵

ψ

cQ
ω
.

(
2
)

フ

ッ
ガ

ー
は

ア
ル

マ
グ

ロ
の
町

の
救
世

」
教
会

を
修

復
し
、
何

度
も
鐘
、
祭
壇

画
、
ミ
サ
用

の
高
杯

な
ど
を
寄
進

し

て
い
る
。
閑
、
口
餌
三
Φ
さ
鋒

鼻

9
"
Qり
章
o。
O
ご

=
.
内
Φ
=
Φ
嵩
σ
Φ
口
N
.
b
帖鳴
、
黛
器

ミ

§

ω
辱
黛
ミ
§

g

鯵

ミ
`
じu
Ω
」

団
Qo
.
ω
嵩
-
ω
卜。
Q。
.

(
3
)

こ

の

ハ
ン
ス

・
シ

ェ
ド

ラ
ー
は
、

ア
リ
カ

ン
テ

(
ス
ペ
イ

ン
東

部
、
地
中

海
沿
岸

の
港
町
)
で
南

ド
イ

ッ
の
大

ラ
ー

フ

ェ
ン
ス
ブ

ル
ク
会
社

の
代

理
人

を
し

て
い
た

ヨ
ド
ク

ス

・
シ

ェ
ド
ラ
i

(南

ド
イ

ツ
、

ケ

ン
プ

テ

ン
出
身

)

の
親
戚

で
あ

る
。

(
4
)

マ
エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ
請

け
負

い
契
約

に
よ

っ
て

フ

ッ
ガ

ー
が
獲
得

す

る
地

代

は
、

一
五

一
九
年

の
皇
帝

選
挙

の
時

の
貸

し
付

け
金

の
回
収

だ
け

で

な
く
、
そ

の
後

の
ア

シ

エ
ン
ト
に
よ
る
貸

し
付

け
金

の
返
済

に
も
当

て
ら
れ

て
い
た
。
フ

ッ
ガ

ー
の
営
業

資
金

は

ア
シ

エ
ン
ト

に
よ

る
貸

し
付

け
、

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

に
よ

る
回
収

ー
返
済

に
よ

っ
て
長
期
間

ス
ペ
イ

ン
に
縛

ら
れ

て
い
た

こ
と

に
な
る
。
未

回
収
金

の
詳
細

は
不
明

で
あ

る
が
、

一
五

四
八

年

に
代

理
人

ヴ

ァ
ル
タ

ー
が
計
算

し
た
と

こ
ろ

で
は
第

一
回

の
請

け
負

い
期
間

(
一
五

.五

一
、七
年

)
の
未

回
収

金

が
五

一
万
六
九

八

マ
ラ
ベ
デ

ィ

(約

一
、

、二
六
〇

ド

ゥ
カ

ー
ド
)
あ

っ
た
と

い
う
。

ま

た
、

一
五
五

、.,年

の
計
算

で
は
、

第

一
回

の
請

け
負

い
期

間
中

の
未

回
収
金

が
八
件
あ

っ
た
ほ

か
、

第

二
回

の
請

け
負

い
期
間
中

の
分

が

一
〇
八
万

、二
、

一
七

〇

マ
ラ

ベ
デ

ィ

(約

.

.、

九

〇
〇

ド

ゥ
カ

ー
ド
)

あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

口
.

閑
①
一一〇
頃
げ
①
口
N
冒
鼻

匙
申
O
」
ω
■
卜Q
刈
㎝
.

(
5
)

ア

ル

マ
ー
デ

ン
水

銀
鉱
山

は
占
代

か
ら
知

ら
れ
、
西

ゴ

ー
ト
時

代

に

一
時

衰
退
し

た
が
、
イ

ス
ラ
ム

の
時
代

に
再
建

さ
れ
た
。
ア
ル

マ
1
デ

ン
と

い
う
地
名

も
そ
れ
を
表

わ
し

て
い
る
。
水

銀

は
鏡

や
金
細

r
、
医
療

用

に
も
使

わ

れ

て
い
た
が
、

一
六
世
紀
半

ば

に
水
銀

ア

マ
ル
ガ

ム
法
が

ア
メ
リ
カ

新
大

陸

の
銀

の
精
錬

に
導
入

さ
れ

る
ま

で
は
、
主
と

し

て
辰
砂

(染

色
材
)
を

と

る
た
め

に
採
掘

さ
れ

て
い
た
。
イ
タ
リ

ア
の
高
級
毛

織
物

の
染
色

に

は
欠

か

せ
な
か

っ
た
。

(
6
)

一
五
〇
八
年

に

ス
ペ
イ

ン
国
王

の
使
節

が
ポ

ル
ト
ガ

ル
の
宮

廷

で
数

ツ

ェ
ン
ト
ナ
ー

の
水

銀
を
売

っ
た
時
、

ポ

ル
ト
ガ

ル
国
王

は
メ
デ

ィ
ナ

.
デ
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ル

.
カ

ン
ポ

の
大
市

で
水

銀

↓
ツ

ェ
ン
ト
ナ
ー

に
五

〇
〇

〇

マ
ラ
ベ

デ

ィ

(
約

一
、ニ
ド

ゥ
カ

ー
ド
)
、
辰
砂

一
ツ

ェ
ン
ト
ナ

ー

に
六

〇
〇
〇

マ
ラ

ベ

デ

ィ

(約

一
六

ド

ゥ
カ
ー
ド
)
支
払

う
よ
う
命

じ
た
と

い
う
。

訳
.
寓
帥
互
Φ
さ
鼻

g

P

ω
』
ド

一
キ

ン
タ

ル
は

一
〇
〇
キ

ロ
で
あ

る
か
ら
・
当
時

の
年

生
産
量

は
六
〇
1

一
〇
〇

ト

ン
、

一
五

四
〇
年
代

末

で

一
L
]
○

ト

ン
ほ
ど

で
あ

っ
た
。
ち
な

み

に
、

一
九
六

八
年

の
世
界
総
産

額

は
八
、
八

二
〇

ト

ン
・

そ

の
う
ち
第

一
位

の
ス

ペ
イ

ン
の
産
額

は

↓
、
九

四

四
ト

ン
で
あ

る
。

一
五

四
一..年
五
月

に
、
.
つ
の
坑

道
が
崩
壊

し

て

一
一
人

が
死
亡
す

る
事
故

が
起

こ
り
、

生
産

量

は

一
時
減
少

し
た
。

水

銀

ア

マ
ル
ガ

ム
法

が
導
人

さ
れ

て
か
ら
新
大
陸

で
は
水

銀

の
価
格

は
高
騰

し
た
。

一
五

五
八
年

に
ラ

イ
ザ

:

は
、

イ

ン
デ

ィ
ア

ス
か

ら
到
着
し

た
船

が
伝

え
る
と

こ
ろ

で
は
新
大

陸

で
は
水

銀

一
キ

ン
タ

ル
が

一
五
〇
グ

ル
デ

ン

(
一
ツ

ェ
ン

ト

ナ
ー
が
約
五

四

ド

ゥ
カ

ー
ド
)

で
売

ら

れ

て
い
る
、

と
報

告

し

て
い
る
。

ぼ
.
国
o
}ざ
ロ
げ
Φ
口
N
・
陣

鼻

9

¢

。。
刈
。。
山

。。
一
・

以
上

の
よ
う
に
、
マ
エ
ス
ト
ラ
ス
ゴ
は
騎
L
修
道
会
領

の
地
代
徴
収

の
請
け
負

い

(総
長
に
帰
属
す
る
分
)
で
あ

る
か
ら
・
マ
エ
ス
ト
ラ
ス

ゴ

の
研
究

の
た
め
に
は
、
地
代
を
生
み
だ
す
修
道
会

の
土
地
所
有
と
農
業

の
実
態
が
明
ら
か

に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
三
修
道

会

の
領
地

の
規
模
、
領
地
内

に
定
住
す
る
農
民

の
数
、
農
民
層

の
土
地
保
有

の
状
態

や
農
作
業

の
方
法
、
修
道
会
領
と
隣
接
す
る
世
俗

(正

や
貴
族
)
領
と

の
関
係

や
村
落
団
体
と

の
関
係
な
ど

の
点

に

つ
い

て
は
、
く
わ
し
い
こ
と
は
判

っ
て
い
な

い
。

ま

た
、

マ
エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

に
よ

っ
て

フ

ッ
ガ

ー
が

ど

れ

ほ
ど

の
利

益

を
あ

げ

た
か

、

と

い
う
点

も

不
明

で
あ

る
。

一
五

ニ
ヒ
年

の
決
算

で
は

ス
ペ
イ

ン
で

の
営

業

は

ス
ペ
イ

ン

の
支

店

と

し

て

一
括

さ

れ

て

い
る
。

「負

債

」

の
項

に

は

フ

ッ
ガ

!

に
対

す

る
債

権
者

が

二
六

件
・

三
三

万
七

、
二

}
○

グ

ル
デ

ン
余

、
「
資
産

」

の
項

に
は
少
額

の
手

形

、
現
金

と
並

ん

で

フ

ッ
ガ

ー

に
対

す

る
債
務

者

が
七

三
件

・
五
〇

万

七

、
七

五

八

グ

ル
デ

ン
余

、
記
載

さ
れ
、
合
計

す

る
と
資

産

(収
入
)
の
方

が

一
七

万

三
、
六

五
九

グ

ル

デ

ン
多

い
。
負

債

と
資
産

の
ど

ち

ら

に
も
、

一
五

二
五

、
一七
年

間

の

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

に
関
連

す

る
と
思

わ

れ

る
費

目

が
瓠

呪
。

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

の
決

算

と
し

て
は
、

一
五

三
八
i

四

二
年

間

の
分

(
フ
ッ
ガ
ー
の
二
度
目

の
請
け
負
い
期
間
)
が

ケ

レ

ン
ベ

ン

ツ
の
著

書

に
付

録

と

し

て
収

録

さ
れ

て
い

る
。
二
〇

〇

ペ
ー
ジ

近

い
長

い
決

算
書

で
、
こ
こ

で
そ

の
内
容

の
詳
細

を

紹
介

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
が
、
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「
借

方

」

(O
母
αq
o
)
欄

の
合

計

二
億

九
、
〇

一
七
万

七
、
七

一
〇

マ
ラ
ベ
デ

ィ
、
「
貸
方

」

(∪
聾

岱
)
欄

の
合

計

二
億
九
、

〇
六

五
万

五
、

三

七

三

マ
ラ
ベ

デ

ィ
、
し

た

が

っ
て
、
四
七

万
七

、
六
六

三

マ
ラ
ベ

デ

ィ

(約

一
、
.
、七
四
ド
ゥ
カ
ー
ド
)
の
貸

方

超

過
と

な

っ
て

い
る
。

フ

ッ

ガ

ー
が

こ
の
分

だ

け
多

く
支

払

っ
て
い
た
わ

け

で
あ

る
。

ま
た
、

こ
の
期

間

の

マ

エ
ス
ト

ラ

ス
ゴ

に

つ
い

て

フ

ッ
ガ

ー

の
側

で
収

支

を
計

算

し

た
と

こ
ろ

で
は
、

年

々
の
収

入

が

二

二
万

四
、

一
五

二
%

ド

ゥ
カ

ー
ド
、
年

々

の
費

用

が

一
五

万

二
、

○

○
○

ド

ゥ
カ

ー
ド

で
、

利

　
　

　

益

を

五

一
%

%
と
見

積

っ
て

い
た
。

ま

た
、

一
五

四
七

-

五
〇

年
間

(
フ
ッ
ガ
ー
の
、一度

目
の
請
け
負

い
期
間
)
の
決

算

で
は
、
収

入

の
合

計

が
九

〇
万

六
、

〇

一
一
ド

ゥ
カ

ー

ド
余

、
支

出

の
合

計

が

六
八

万

八
、
三

三

四

ド

ゥ
カ

…

ド
余

で
、
差

引

、
二

万
七

、
六

七
七

ド

ゥ
カ

ー
ド
余

(三

一
%
%
)
の
利
益

で
あ

っ

(
3
)

た

が

、

債

権

の

四

分

の

一
近

く

が

未

回

収

で

あ

っ
た

と

い
う

こ

と

で
あ

る

。

い
ず

れ

に
し

て
も

、

フ

ッ
ガ

ー

に

よ

る

マ

エ

ス
ト

ラ

ス
ゴ

の
全

容

を

解

明

す

る

た

め

に

は
、

こ

れ

ら

の
点

が

今

後

明

ら

か

に

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

そ

の
意

味

で
、

本

稿

は

マ

エ
ス

ト

ラ

ス
ゴ

研

究

の
第

一
歩

に
す

ぎ

な

い
。

(
1
)

旨
の
一ユ
Φ
α
Φ
ゴ
b
暗

」
ミ
鳴
ミ
ミ

織
ミ

翌
ミ
ミ

、
自
舘

ミ

§

も。
魯

§

冒

討
蕊

N
穂

N
"
ω
.
黛
よ

μ
。。
〒
。。
ω
・
拙
著

『
フ

ッ
ガ

!
家

の
遺
産
」

一
四
二

ペ
ー
ジ
。

(
2
)

エ
冒
閑
亀

2

9

目

圃b
措

、
巽
窯

蕊
o
譜

さ

鳴
。。
蛛§

畠

魯

§

ミ

(N
§

山
ミ

吋
)
層
ω
」

。。
卜。
t
。。
謡

"
U
①
門
。。
`
b
暗

肉
寂
器

ミ

§

⑦
旨

ミ
§

§

織
℃
ミ
ミ
αq
ミ

竃
。。

N
q
q
9

ω
・
トこ
刈
卜o
-
N
刈
9

(
3

)

出

署
鼻

O

二

Qり
.
薗
刈
9


